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○議長（山本研一） 

皆さん、おはようございます。 

ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、これより令和

６年開成町議会９月定例会第２日目の会議を開きます。 

午前９時００分 開議 

○議長（山本研一） 

それでは、直ちに日程に入ります。 

日程第１ 同意第３号 教育長の任命についてを議題とします。 

  議案の説明を町長に求めます。 

  町長。 

○町長（山神 裕） 

  おはようございます。 

  同意第３号 教育長の任命について御説明いたします。 

  ファイル名０１、同意第３号 教育長の任命について。 

  １、議案と、２、参考資料をお開きください。 

  提案理由。教育長の任期が、令和６年９月３０日をもって満了になるため、後任

の教育長を任命したいので提案いたします。 

  今回教育長として任命したい石塚智久さんは、高潔な人柄はもとより、教職員と

して長年にわたり、教科指導や教育指導に携わり、豊富な経験と教育への高い意欲

をお持ちです。 

  これまで教職員として長年勤務され、校長として学校経営を担った経験もあり、

学校現場のことも熟知しております。 

  また、教職員としての経験に加え、県西教育事務所において教育指導員を歴任さ

れるなど、教育行政にも通じているため、教育長に適任と考え、石塚さんの任命に

ついて議会の同意を求めるものです。 

  任期は、令和９年９月３０日までの３年です。参考までに略歴を添付しておりま

すので御参照ください。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

  ２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

  ２番、吉田でございます。今回の教育長に関して町から提案ありました。これに

関して、現教育長の継続、また、そういうのはお考えがあったのか、それとも御検

討はされたのか、その辺お伺いさせていただきます。 

○議長（山本研一） 

  町長。 

○町長（山神 裕） 

  御質問の件ですけれども、様々なといいましょうか、継続と、あとはバトンタッ
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チいただくという様々な選択肢の中で、今回の結論に至った次第です。 

  以上です。 

○議長（山本研一） 

  ２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

  今、町長から説明いただきましたけれども、人事に関してどうこう私から言うつ

もりはありませんけれども、一応私から質問させていただきましたけれども、その

中で、やはり今回新しく教育長に提案された方は、確かに町長のおっしゃるとおり

だと思います。 

  その中で、中学畑をずっと経験されてこられました教育長、やはり幼小中、また

教育全般にわたって、いろいろとこれから御苦労があると思いますので、そういう

点についても、町長から、ここに対して必要な説明がありましたけれども、その辺

もう一度町長から、これからのことに対してお考えと、しっかり大丈夫だよという

ようなお話をぜひお願いしたいと思います。 

○議長（山本研一） 

  町長。 

○町長（山神 裕） 

  石塚さん個人の御経歴であったり、信頼し得ると、開成町の教育行政を託し得る

ということにつきましては、先ほどの口述のほうで簡単ではありますけども、述べ

させていただいたとおりであります。 

  中学校の校長先生、もしくは中学校の教職員としての御経験という点も、逆に言

えば幼稚園、小学校での御経験はないということにはなりますけれども、これまで

の長年の経験の中でも全く問題ないと信じておるところであります。 

  あと最初の御質問にも関わるかとは思うんですけれども、副町長にしても、教育

長にしても、いろんな考え方はあると思います。さらに言うと、町長も私の中では、

選挙で選ばれる立場でありますけども、同様の考えなんですけども、それぞれ強み

というか、もしくはいろんな考え方というのは、それぞれあると思います。違うと

思います。 

  そういうことが一定期間お務めいただいて、私も務めて、バトンタッチすること

によって、いろんな町として幅広く総合的に強みを増していくと考えております。 

  その意味で今回の教育長の人事に関しましても、その視点も非常に大事にしなが

ら考えさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（山本研一） 

  よろしいですか。 

  ほかに質疑はございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 
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  ないようですので、続いて討論を行います。 

  討論のある方いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

  討論はないようですので、採決を行います。 

  同意第３号 教育長の任命について、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方

は反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れはございませんか。採決を締め

切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（山本研一） 

  採決の結果、賛成全員によって、同意しました。 

  日程第２ 議案第３３号 開成町国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定

することについて、を議題とします。 

  提案理由を町長に求めます。 

  町長。 

○町長（山神 裕） 

  提案理由。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）により、令和６年１２月２

日から国民健康保険被保険者証が廃止されることに伴い、開成町国民健康保険条例

の一部を改正する条例の制定を提案いたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  細部説明を担当課長に求めます。 

  保険健康課長。 

○保険健康課長（土井直美） 

  それでは、開成町国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについ

て説明させていただきます。 

  ファイルナンバー０２、議案第３３号 開成町国民健康保険条例の一部を改正す

る条例を制定することについてをお開きください。 

  まず、改正の概要です。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律等の一部を改正する法律による健康保険の被保険者証の廃止が、

令和６年１２月２日から施行することに伴い、国民健康保険の被保険者証も廃止と

なるため、町国民健康保険条例における被保険者証に関する規定を削除するもので

す。 

  それでは、議案を御覧ください。 

  開成町国民健康保険条例の一部を改正する条例。 

  開成町国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。表の右が改正前、左が改正後です。 
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  第１４条、開成町国民健康保険条例１４条より前の６条に、以下、「法」という

という文言が記されているため、１４条を改めます。 

  また、国民健康保険法から引用する項番号９項を５項に改め、または以降、下線

部、被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合を削除します。 

  附則でございます。施行期日は、令和６年１２月２日から施行いたします。 

  経過措置としまして、既に発行済みの被保険者証は、有効期限が最長でも令和７

年７月３１日まで使用可能なため、被保険者証に係る施行日から被保険者証の有効

期限までの行為については、改正前の罰則規定を適用します。 

  説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

  ないようですので、続いて討論を行います。 

  討論のある方いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

  討論がないようですので、採決を行います。 

  議案第３３号 開成町国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することに

ついて、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。

ボタンの押し忘れはございませんか。採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（山本研一） 

  採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

  日程第３ 議案第３４号 開成町税条例の一部を改正する条例を制定することに

ついて、を議題とします。 

  提案理由を町長に求めます。 

  町長。 

○町長（山神 裕） 

  提案理由。地方税法等の一部改正に伴い、固定資産の課税標準に関わる特例措置

が新設されたことに関し、所要の改正をしたいので、開成町税条例の一部を改正す

る条例の制定を提案いたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  細部説明を担当課長に求めます。 

  税務窓口課長。 

○税務窓口課長（奥津亮一） 

  それでは、議案第３４号 開成町税条例の一部を改正する条例を制定することに

ついて御説明させていただきます。 
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  ファイルについては、０３、議案第３４号 開成町税条例の一部を改正する条例

を制定することについてになります。 

  まず、今回の条例改正の概要を御説明させていただきます。 

  今回の条例改正は、令和６年度税制改正で、令和６年４月１日に施行された地方

税法等の一部を改正する法律に伴う改正でございます。 

  具体的には、特定バイオマス発電設備の追加になります。また、地方税法等の改

正に伴い、これを引用している号ずれについても改正をさせていただきます。 

  それでは、２ページを御覧ください。 

  開成町条例第 号。 

  開成町税条例の一部を改正する条例。 

  開成町税条例の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

  右側が改正前、左側が改正後になります。 

  改正箇所については、附則第１５項になります。 

  第７号は新設で、特定バイオマス発電設備を追加するものでございます。対象と

なる要件については、バイオマスのうち木竹に由来するもの、または農産物の収穫

に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するもの、出力１万キロワット以上、２万

キロワット未満などとなってございます。 

  令和６年４月１日から令和８年３月３１日までに取得した場合、課税後３か年度

分の固定資産税について、課税標準となるべき価格に７分の６を参酌として、１４

分の１１以上、１４分の１３以下の範囲内で減額することとなってございます。 

  本町といたしましては、あえて地方税法と異なる規定を設ける必然性がないこと

から、地方税法のとおり、参酌基準の７分の６を採用しております。 

  第８号から第１３号につきましては、地方税法の改正に伴い、引用条文に号ずれ

が生じているため改めるもので、これらの規定は、償却資産の課税標準に係る我が

町特例を定めたものでございます。 

  改正前の欄の第１３号につきましては、引用しておりました地方税法附則第１５

条第３２項が削除となったため、町条例においても同様に削除するものでございま

す。 

  続いて３ページを御覧ください。附則でございます。 

  第１項は、施行期日で、この条例は公布の日から施行いたします。 

  第２項は、以降は経過措置になります。第２項は、改正後の税条例の規定中、固

定資産税に関する部分については、令和６年度以後の年度分の固定資産税について

適用し、令和５年度分までの固定資産税については、なお従前の例によるものとい

たします。 

  第３項は、令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に取得された特定

再生可能エネルギー発電設備の固定資産税は、なお従前の例によるものといたしま
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す。 

  第４項は、平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に、政府の補助

を受けた特定事業所内保育施設の固定資産税は、なお従前の例によるものといたし

ます。 

  御説明は以上になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  説明が終わりましたので質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

  ないようですので、続いて討論を行います。 

  討論のある方いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

  討論はないようですので、採決を行います。 

  議案第３４号 開成町税条例の一部を改正する条例を制定ことについて、原案に

賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。ボタンの押し

忘れはございませんか。採決を締め切ります。 

 （全 員 賛 成） 

○議長（山本研一） 

  採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

  日程第４ 議案第３５号 開成町自転車等駐車場条例の一部を改正する条例を制

定することについて、を議題とします。 

  提案理由を町長に求めます。 

○町長（山神 裕） 

  提案理由。近年の最低賃金の上昇や、物価高騰などの社会経済情勢の変化に伴い、

施設運営の安定及びサービス水準の維持を図るため、利用料金の上限額を改正した

いので、開成町自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定を提案いたします。

よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  細部説明を担当課長に求めます。 

  参事兼地域防災課長。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  それでは、ファイルナンバー０４、議案第３５号 開成町自転車等駐車場条例の

一部を改正する条例を制定することについて御説明させていただきます。 

  はじめに今回の条例改正の趣旨、改正案の概要について御説明させていただきま

す。 

  開成駅前の自転車等駐車場は、指定管理者制度により、施設の管理運営を行って

いる公の施設でございます。 
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  今回の一部改正は、提案理由にもありましたとおり、近年の最低賃金の大幅な上

昇や、物価高騰などを踏まえ、今後も利用者に適切なサービスの維持・提供を図る

ため、利用料金の上限額を改定するものでございます。 

  それでは、資料の２ページ目を御覧ください。 

  開成町条例第 号。 

  開成町自転車等駐車場条例の一部を改正する条例。 

  開成町自転車等駐車場条例の一部を次のように改正する。 

  次の改正前の表に掲げる別表を改正後の表に掲げる別表に下線で示すように改正

する。 

  別表第２になります。自転車の一般の定期駐車を改正前の１，２５０円から、改

正後１，８００円に。 

  同じく学生の改正前９４０円から、改正後１，３６０円に。 

  原動機付自転車の改正前２，４００円から、改正後３，０００円に。 

  自転車の随時駐車の改正前１００円から、改正後１５０円に。 

  同じく原動機付自転車の改正前２００円から、改正後３００円に、それぞれ利用

料金の上限額を改めるものでございます。 

  附則でございます。本条例改正の施行期日は、令和７年４月１日から施行するも

のでございます。 

  経過措置として、施行の日前の利用料金については、なお従前の例によるもので

ございます。 

  説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（山本研一） 

  説明が終わりましたので質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

  １番、清水議員。 

○１番（清水友紀） 

  １番、清水です。定期的に利用される方と随時駐車という方の利用者の比率のよ

うなものが分かりましたらお願いします。 

○議長（山本研一） 

  参事兼地域防災課長。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  それでは、お答えします。 

  令和５年度の実績で言いますと、定期利用者が約７４％、随時、一時利用者が約

１６％といったような形でございます。これはどちらかというと、利用料金の差と

いうような形で、今のパーセンテージの差でなっております。 

○議長（山本研一） 

  １番、清水議員。 

○１番（清水友紀） 

  では、駅に近い民間の駐輪場も大分増えておりますけれども、そちらのほうとの
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料金の比較はどのようにされているでしょうか。 

○議長（山本研一） 

  参事兼地域防災課長。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  それでは、お答えします。 

  今回この上限額の引上げについては、先ほど言ったような形で、最低賃金の上昇

や物価の高騰を踏まえてというのが、社会経済情勢の変化に伴ってということなん

ですけれども、近隣の開成駅前の駐輪場につきましては、そちらの料金との比較も

踏まえた中で今回改定させていただいております。 

  開成駅前の民間が運営している利用料金については、月額について学生・一般と

もに１，９８０円でございます。原動機付自転車の月額利用が３，３００円という

ことでございます。こちらとの比較も踏まえた中で、今回上限額の改定案を提示さ

せていただいたところでございます。 

  以上です。 

○議長（山本研一） 

  １番、清水議員。 

○１番（清水友紀） 

  では学生さんの利用がどの程度かというところも気になるところですけども、や

はり民間に比べると、学生向けに思いやりがあるというか、気遣いがあるような金

額ということで理解しました。 

  こちら、やはり定期的な利用者が大分多いのは、平日がほとんど埋まっているよ

うに見えるので、週末はガラガラなんですね。なので比率も理解できるところです。 

  また、こちら公共施設として造られてから４０年近くたっているというところで、

今後、修繕の計画などがおありでしょうか。 

○議長（山本研一） 

  参事兼地域防災課長。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  こちら平成７年度に設置した施設ですので、約３０年ということでございます。

御存じのとおり３０年というような形で、結構年数もたっておりますので、細かな

故障等々については、指定管理者のほうで事前になるべく長寿命化も図りながら、

なるべく早い段階で修繕を実施して使っているというような状況でございます。 

○議長（山本研一） 

  ４回目になりますので、簡潔にお願いします。 

○１番（清水友紀） 

  ちょっと聞き漏らしてしまった学生さんと一般の方というのが、定期利用者の中

の比率が分かっていましたらお願いします。 

○議長（山本研一） 

  参事兼地域防災課長。 
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○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  それでは、お答えします。 

  これの令和５年度の実績で言うと、ほぼ同数で、学生が５１％、一般が４９％と

いった実績でございました。 

  以上です。 

○議長（山本研一） 

  ほかに質疑はございませんか。 

  ９番、佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

  ９番、佐々木昇です。 

  ちょっと御説明があった部分でしたら、ちょっと申し訳ないんですけれども、こ

の条例、上限額の設定となっておりますけれども、基本的な料金としてみてもいい

金額なのか、ちょっと確認させてください。この金額で運営をしていくということ

でよろしいですか。 

○議長（山本研一） 

  参事兼地域防災課長。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  それでは、お答えします。 

  こちらについては、現在は上限額目いっぱいでということで、学生は９４０円、

自転車でいうとです。一般は１，２５０円で利用料金設定させていただいておりま

すが、また今後、指定管理者の議案、今後ありますけれども、一応自転車駐車場に

ついては、５年間の指定管理期間ということで、今現在やらせていただいておりま

すので、今後５年間を見据えた中でということで上限額をまずは設定したいと思っ

て今回提案させてもらったものです。 

  あくまで上限額であって、これ上昇幅というのは少し大きいので、この上限額を

利用するというのは、今後、新たな指定管理者との協議の上、町長が承認するもの

といったことになっておりますので、現時点で上限額目いっぱいで、来年度以降、

利用料金を設定するというような考えは、地域防災課の中ではないということでご

ざいます。 

○議長（山本研一） 

  ９番、佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

  ありがとうございます。それで、この改定の理由として、施設運営の安定及びサ

ービス水準の維持を図るためということですけれども、この金額を設定するに当た

って、駐輪場の利用率というのをどのように考えて行ったのか。現状、これまでの

利用率と、今後の考えられる利用率、その辺も含めてちょっとお聞かせください。 

○議長（山本研一） 

  参事兼地域防災課長。 
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○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  それでは、お答えしたいと思います。 

  実はこれ、令和５年度の実績で言うと、自転車の定期は約８割、正確には８０．

６％の年間を通じての利用率でございました。コロナ禍のときは、もうちょっと７

０％台まで落ちてしまった。逆にコロナ禍前で言うと、９０％を超えていたという

ような年もありましたので、そういった部分で言うと、少し回復はしてきたんです

けれども、もう少し町としても、様々な利用者サービスの向上等を新たな指定管理

者と共に検討しながらですね、利用率の向上については図っていきたいと考えてい

るところでございます。 

○議長（山本研一） 

  よろしいですか。 

  ９番、佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

  ありがとうございます。この改定に当たって、これまでの利用率が８０．６％で

すか。この改定に当たっても、この利用率で計算されたのかです。ちょっと私的に

は厳しいお話かもしれませんけれども、指定管理者さんのここの経営努力というも

のもちょっと考えられてもいいのかなというようなところもあるんですけれども、

その辺についてちょっと御説明をお願いします。 

○議長（山本研一） 

  参事兼地域防災課長。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  それでは、お答えしたいと思います。 

  現在の指定管理者については、非接触性の交通系のＩＣカードの導入ですとか、

また防犯カメラの設置、また、すぐに連絡できるようコールセンター、ホームペー

ジでのメール回答、チャリナビといったような形の情報提供等々、利用者サービス

の向上に努めていただいているところでございます。 

  ただ、やはり先ほど来言っておりますけれども、最低賃金の上昇率というのが、

現在の指定管理者は、平成２４年度から管理していただいている事業者なんですけ

れども、その当時の最低賃金というと８４９円です。この施設というのは、指定管

理料のお支払いはないと、あくまで利用料金収入のみで運営をしていただいている

というような形の指定管理施設でありますので、そう考えると、８４９円から、今

年の１０月に改定予定の１，１６２円になると、実に約３７％ほどのアップになっ

てしまう。そういった中で、現在もほぼ支出のほとんどが固定費でございます。そ

のうち、固定費のうちの約６割が人件費ということを考えれば、やはり施設の安定、

利用者サービスの向上等を含めれば、利用料金の上限額の引上げというのは、やむ

を得ないのかなと個人的に思っておりまして、そういったような背景の中で、今回

提案させていただいたところでございます。 

  以上です。 
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○議長（山本研一） 

  よろしいですか。 

  ほかに質疑はございませんか。 

  １０番、山下議員。 

○１０番（山下純夫） 

  １０番、山下純夫です。これ利用者の比率なんですけども、町内の方が駅を利用

するために利用されるというのと、町外の方が駅を降りて、そこから町外の学校な

り勤務先に向かうということで利用されるのと、その比率が分かればお教えいただ

けますでしょうか。 

○議長（山本研一） 

  参事兼地域防災課長。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  それでは、お答えします。 

  すみません。そのデータはちょっと今持っていないので、後ほどお答えさせてい

ただければと思いますが、恐らく町内の方が、７割ぐらいは占めているのではない

かと思っております。 

  以上です。 

○議長（山本研一） 

  ほかに質疑ございませんか。 

  ないようですので、続いて討論を行います。 

  討論のある方いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

  討論はないようですので、採決を行います。 

  議案第３５号 開成町自転車駐車場条例の一部を改正する条例を制定することに

ついて、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを押してください。

ボタンの押し忘れはございませんか。採決を締め切ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（山本研一） 

  採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

  日程第５ 議案第３６号 開成水辺スポーツ公園の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例を制定することについて、を議題とします。 

  提案理由を町長に求めます。 

  町長。 

○町長（山神 裕） 

  提案理由。近年の最低賃金の上昇や物価高騰などの社会経済情勢の変化に伴い、

施設運営の安定及びサービス水準の維持を図るため、利用料金の上限額を改正した

いので、開成水辺スポーツ公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
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の制定を提案いたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  細部説明を担当課長に求めます。 

  生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田代孝和） 

  よろしくお願いいたします。それでは、ファイルナンバー０５、議案第３６号 開

成水辺スポーツ公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を制定す

ることについて説明をさせていただきます。 

  はじめに、今回の条例改正の趣旨、改正案の概要について説明させていただきま

す。 

  開成水辺スポーツ公園は、指定管理者制度により、施設の管理運営を行っている

公共施設になります。 

  今回の一部改正は、近年の人件費の大幅な上昇や物価の高騰などを踏まえ、今後

も利用者への適切なサービスの維持・提供を図るため、利用料金の上限額を改定す

るものでございます。 

  それでは、２ページを御覧ください。 

  開成町条例第 号。 

  開成水辺スポーツ公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。 

  開成水辺スポーツ公園の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 

  次の改正前の表に掲げる別表を改正後の表に掲げる別表に下線で示すように改正

する。 

  続いて別表になります。パークゴルフ場の上限額を改正前の１人、１１０円から、

改正後の１人、２００円に。 

  野球場の利用単位を改正前の２時間から、改正後の１時間に。上限額を改正前の

２，１００円から、改正後の４，０００円に。 

  少年野球場兼ソフトボール場の利用単位を改正前の２時間から、改正後の１時間

に。上限額を改正前の２，１００円から、改正後の４，０００円に。 

  サッカー場の利用単位を改正前の２時間から、改正後の１時間に。上限額を改正

前の２，１００円から、改正後の６，０００円に。 

  最後に管理センターの施設区分を管理センター研修室とし、利用単位を１時間と

規定し、上限額を改正前の無料から、改正後の１，０００円にそれぞれ改めるもの

でございます。 

  次に、附則でございます。本条例改正の施行日は、令和７年４月１日でございま

す。 

  経過措置として、施行日前の利用料金については、従前の例によるものでござい

ます。 

  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 
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  説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

  ５番、武井議員。 

○５番（武井正広） 

  ５番、武井です。先ほどの自転車のところも含めて、人件費の向上、運営を維持

していくということは、よく分かります。ただ、今回の水辺のこの上限金額を見る

と、これ２時間から１時間になっているということですと、例えばサッカー場は実

質６倍と、上限の引上げが。野球場、ソフトボール場は４倍と。パークゴルフ場は

２倍と。いろんな理屈はあるんでしょうけれども、上げていかなきゃいけないとい

うことは分かります。ただ、何となく公平性というものを考えたときに、ちょっと

どうかなと思うところがあったりとか、仮にこれ、上限設定されると、サッカー場、

これ例えば子どもたちのような団体が、果たして１日そこで練習試合、大会をやろ

うと思ったときに借りられるでしょうか、上限金額になったときと私は思うんです

が、その辺りはどう考えておりますでしょうか。 

○議長（山本研一） 

  生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田代孝和） 

  ただいまの議員の御質問にお答えいたします。 

  今回上限額の設定というところで、金額をこの表の中でサッカー場は６，０００

円ということで、御指摘のとおり設定をさせていただこうというものでございます

が、この料金設定については、指定管理者がまず設定をして、町長の承認を得ると

いう形になります。この料金設定についていろいろな創意工夫をこの中で出してい

ってもらいたいという思いを込めての料金設定というものを期待しているもので

す。例えば子どもであれば金額を下げましょう。社会人の団体であれば上げましょ

うという形で、１つの金額設定ではなく、それぞれのケース、年齢だとか、団体の

所在地、あと利用目的、いろいろなことが考えられると思いますが、それに即した

料金設定を指定管理者に提案してもらいたいという、そういった思いで設定してい

るものでございます。 

  以上となります。 

○議長（山本研一） 

  ５番、武井議員。 

○５番（武井正広） 

  少しだけ今の答弁聞いて安心したところはあるんですが、結局これは上限設定す

るけれども、今後、様々な形でうまい料金の体系にしていくと。例えば町の子ども

たちであれば、団体であれば、もう少し料金を安くしていくだとか、少なくともこ

のサッカー場の１時間６，０００円というのは、１日使ってお昼休みとかないわけ

ですから、もし８時間とか使ったら４万円、５万円とかになるわけですね。さすが

にいい天然芝で、県西地域を見てもほとんどない。それは分かっていますが、とな

ると、今度借りる人が本当に限られてきてしまうと。利用率が下がっていく可能性
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もあるということもありますので、やっぱり様々なバランスを取りながら利用率が

上がって、やっぱり開成町のこの水辺スポーツ公園はいい場所だよね、野球場も使

いたいよね、ソフトボール場を使いたいよね、サッカー場も使いたいねと思えるよ

うな料金体系というのをつくっていただきたいと思いますが、もう一度答弁をお願

いします。 

○議長（山本研一） 

  生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田代孝和） 

  ただいまの御質問にお答えいたします。 

  料金設定については、議員のおっしゃるとおり、こちらも同じような思いで考え

てございます。 

  その中で、県内の自治体だとかの料金設定だとかも比較した中でこのような料金

設定を今回考えさせていただいております。ですので、県西で確かにサッカー場で

あれば、芝がかなり良質なものであるだとか、そういったところも施設の売りでも

ありますので、その中で、ほかと戦える料金というものを考えていきたいと思って

おります。 

  以上です。 

○議長（山本研一） 

  ほかに質疑はございませんか。 

  ９番、佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

  ９番、佐々木昇です。 

  今回の料金設定につきまして、私も理解はしておりますけれども、ちょっと何点

か質問させていただきます。 

  野球場、ソフトボール場とサッカー場で今回差がつきましたけれども、私もこれ

は賛成をしております。これはどっちがいい悪いとかじゃなくて、やっぱりサッカ

ー場はそれだけの価値があるということで考えておりまして、これだけの価値があ

るサッカー場ということで理解しておりますけれども、このちょっと差をつけた金

額の根拠ですかね、その辺をちょっとお聞かせください。 

○議長（山本研一） 

  生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田代孝和） 

  議員の今の御質問にお答えさせていただきます。 

  差をつけた根拠というところに関しては、緑地管理という費用の中で、指定管理

者がどのぐらい費用をそこに注力しているのかというところを見たときに、ソフト

ボール場と少年野球場に対して、サッカー場は２倍から２．５倍の費用がかかって

いると、そういった実態の部分を見て料金設定に反映しているものでございます。 

  以上です。 
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○議長（山本研一） 

  ９番、佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

  ありがとうございます。それで、ただいま同僚議員からも質問ありましたけれど

も、あくまで先ほどの駐輪場と違ってこちらの上限設定ということで、一般的な利

用料は、恐らくこれは上限額より変えてくると思うんですけれども、その金額設定

というか、その金額をやはり一般の方たちにしっかり伝わるように周知していただ

きたいと思うんですけれども、ちょっとその辺の考え、何かあればお聞かせくださ

い。 

○議長（山本研一） 

  生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田代孝和） 

  ただいまの御質問にお答えします。 

  もちろん、町として広報だとか、ホームページを使った周知というのは、当然し

ていくことになるかと思います。それ以外に、町のスポーツの拠点として水辺スポ

ーツ公園がございますので、水辺スポーツ公園の施設を使った周知、例えばモニタ

ーもございますので、そういったところを使った周知も考えていきたいと思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（山本研一） 

  ほかに質疑はございませんか。 

  ７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 

  ７番、今西景子です。町内の公園でボール遊びができるところが限られていまし

て、この水辺公園のサッカー場とか、ソフトボール場の芝生のところで、親子なん

か子どもたちがサッカーのちょっとボール遊びといいますか、をしているところ、

そこはお金が発生するところだからという声がかかると聞いておりますが、そのよ

うな認識でよろしいでしょうか。 

○議長（山本研一） 

  生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田代孝和） 

  ただいまの議員の御質問にお答えします。 

  原理原則的には、やはり有料施設となっておりますので、当然管理人からすれば、

指定管理者からすれば、声をかけざるを得ないのかなというところでございます。 

  以上です。 

○議長（山本研一） 

  ７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 
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  承知しました。それでは、水辺公園内でボール遊びができるところはございます

でしょうか。 

○議長（山本研一） 

  生涯学習課長。 

○生涯学習課長（田代孝和） 

  御質問にお答えしいたします。 

  ボール遊びができると限定をすると人がいなければという形にはなりますが、管

理棟の横の遊具広場、それとサッカー場の下流、ワイルドフラワーという本当に小

さな、小さなというか、三角地になりますが、その辺りが空白地に、そこではござ

いません。一番下流側になるかと、ございます。 

  以上です。 

○議長（山本研一） 

  今西議員、本題とちょっと外れていますので、また別の機会にお願いしたいと思

います。 

  ほかに質疑はございませんか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

  ないようですので、続いて討論を行います。 

  討論のある方いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

  討論がないようですので、採決を行います。 

  議案第３６号 開成水辺スポーツ公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例を制定することについて、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反

対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れはございませんか。採決を締め切り

ます。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（山本研一） 

  採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

  日程第６ 議案第３７号 あしがり郷「瀬戸屋敷」の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例を制定することについて、を議題とします。 

  提案理由を町長に求めます。 

  町長。 

○町長（山神 裕） 

  提案理由。近年の最低賃金の上昇や物価高騰などの社会経済情勢の変化に伴い、

施設運営の安定及びサービス水準の維持を図るため、利用料金の上限額を改正した

いので、あしがり郷「瀬戸屋敷」の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定を提案いたします。よろしくお願いいたします。 
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○議長（山本研一） 

  細部説明を担当課長に求めます。 

  産業振興課長。 

○産業振興課長（中村 睦） 

  それでは、ファイルナンバー０６、議案第３７号 あしがり郷「瀬戸屋敷」の設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて説明させ

ていただきます。 

  はじめに、今回の条例改正の趣旨、改正案の概要について説明させていただきま

す。 

  あしがり郷「瀬戸屋敷」は、指定管理者制度により施設の管理運営を行っている

公共施設です。 

  今回の一部改正は、平成１７年度の瀬戸屋敷開園以来２０年が経過しようとして

おりますが、その間、消費税の引上げや駐車場拡張に伴う場合を除き、利用料を改

定をしておりません。 

  近年の物価高騰、最低賃金の大幅な上昇を踏まえ、今後も利用者に適切なサービ

スの維持・提供を行うため、利用料金の上限額を改定するものでございます。 

  ２ページ目を御覧ください。 

  開成町条例第 号。 

  あしがり郷「瀬戸屋敷」の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。 

  あしがり郷「瀬戸屋敷」の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  次の改正前の表に掲げる別表を改正後の表に掲げる別表に下線で示すように改正

する。 

  別表になります。オク、ゲンカンの上限額を改正前の２００円から、改正後午前

１０時から午後５時までを５００円、午後５時から午後９時までを７００円に。 

  ヒロマの上限額を改正前の２００円から、改正後午前１０時から午後５時まで５

００円、午後５時から午後９時まで７００円に。 

  オンナベヤ、ヨジョウ、オネマの上限額を改正前の２００円から、改正後午前１

０時から午後５時まで５００円、午後５時から午後９時まで７００円に。 

  土蔵の上限額を改正前の５２０円から、改正後午前１０時から午後５時まで１，

５００円、午後５時から午後９時まで２，０００円と。 

  駐車場、普通自動車を改正前の５２０円から、改正後１，５００円。大型自動車

を改正前の２，０００円から、改正後５，５００円に。 

  ヘッツイを改正前の１００円を、改正後５，５００円に。それぞれ利用料金の上

限額を改めるものでございます。 

  附則でございます。本条例改正の施行日は、令和７年４月１日から施行するもの

です。 

  経過措置として、施行日前の利用料金については、従前の例によるものです。 
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  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（山本研一） 

  説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑をどうぞ。 

  １番、清水議員。 

○１番（清水友紀） 

  １番、清水です。駐車場の料金が、改正前のほう、普通自動車１回につき５２０

円だったんですけれども、あじさいまつりのときなどは有料で、たしか１，０００

円だったかなと思うんですけれども、そういう特別なときは、やはり開成町が主催

という特別なときは、このような条例とはまた別の話ということになるんでしょう

か。 

○議長（山本研一） 

  産業振興課長。 

○産業振興課長（中村 睦） 

  質問にお答えいたします。瀬戸屋敷のあじさいまつりの駐車場の料金については、

条例でやはり定めております。上限額を定めておりますので、その上限を守って、

現在は上限額ですので、実際には５００円という形で、１台５００円という形で駐

車場利用料として徴収しているという形になります。 

○議長（山本研一） 

  １番、清水議員。 

○１番（清水友紀） 

  私は、あじさいまつりに出るときは、別の駐車場にとめていて、そちらが１，０

００円でしたので、瀬戸屋敷は５００円だということで理解しました。 

  こちら瀬戸屋敷というのが、もともとコンセプトとか、文言は出ましたけど、み

んなにとっての故郷というところで、やはり町民にとっては、そこをお茶だけする

方とか、もう何度も来てお茶だけする人もいますし、町民が町外の方を開成町にこ

んなにいいところがあるんだよと紹介するためにも使うので、そういうカフェ、コ

ーヒーを飲むのに駐車場代を払うのかというところ、そういう考え方をすると、や

はり町外の方と町民の方というのは分けて、お部屋の利用も含めて、町民の方には

寄附を考えるですとか、そのような立場を町としては、指定管理者さんから相談さ

れたときにぜひ取っていただきたいと思いますが、御見解を伺います。 

○議長（山本研一） 

  産業振興課長。 

○産業振興課長（中村 睦） 

  質問にお答えいたします。 

  今の質問の駐車場を年間通じてずっと有料で取っていくということではなく、時

期時期に応じて取ることができるという形なので、ずっと有料になってしまうとい

うことでは、まずございません。 

  そして、部屋の利用料金につきましても、この部分が、当然入園して拝観をされ
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るという方ももちろんいらっしゃいます。入園料として取るということではなく、

部屋を使う方から一定の料金、利用料等を頂くという形ですので、瀬戸屋敷に入る

と全部有料になってしまうというものではございません。 

○議長（山本研一） 

  １番、清水議員。 

○１番（清水友紀） 

  それは承知しておりますけれども、町民の方が文化的活動をしたり、ボランティ

アでちょっと集まりをしたり、そういうこともあるわけです。公益団体が利用した

り。それとは別に、都心の方々がわざわざよい雰囲気を、来られて営業活動をする

というのは、やはり全然違う話になりますので、御検討いただきたいと思いました。 

  また、町民に何か、本当にこれは、そのときは有料になってもと納得されるとこ

ろで有料にするという考えだということは理解しましたけれども、できるだけ町民

の方に、このみんなの故郷の瀬戸屋敷の駐車料金というところで負担にならないよ

うに、まだできることがたくさんあると思いまして、バスが公共機関がないのにと

か、バスがあるときだったら、あじさいまつりのように、あえて車でという方から

頂くとか、あとは、管理会社のほうも今インバウンドのツアーがすごく多いですけ

ども、そういう今の入っているツアー会社、よくすごく限られていて、しかも、ツ

アー会社は、中でのお買物を制限しているツアー会社です、できるだけここではソ

フトクリームだけを提供するですとか、そういったところなので、管理会社のほう

が、また別の中でお買物を促進するような会社を営業活動をするですとか、または

ツアー会社だけではなく、個人のお客様を都心や外国の方々がもっと訪れるように

というところを、そして内部でもっとなかなか何なんでしょうか、この数字に表れ

るとすごく分かりやすいので、そう感じてしまうところなんですけれども、今後、

全体運営として町民感情考えて、助言のようなところをされるお考えというのはい

かがでしょうか。 

○議長（山本研一） 

  副町長。 

○副町長（石井 護） 

  指定管理者制度につきましては、若干基本的なお話をさせていただきたいのです

が、これまでお認めいただいた部分も含めて、指定管理者制度は御案内のとおり平

成１５年、たしか自治法の改正によって、できた制度であって、公の施設の管理運

営については、基本的には直営で行う。業務委託としてする場合には、公益的な団

体ですとか、政令によって示された団体に限られていたわけですけども、これを民

間開放という形の中で、指定管理者制度というのが制度化されました。 

  今回の議案については、その上限額の設定ですが、ここについて言えば、基本的

にもう１つ自治法の中で、公の施設等の利用料ですとか、手数料ですとか、証明発

行ですとか、これは条例で規定しなければ取ることができませんので、条例で規定

するという中で、ここの上限額という部分が非常に微妙なところで、これまでも何
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人かの議員の方が御質問された御懸念は非常によく分かるところなのですが、そも

そも指定管理者制度につきましては、業務委託ではなくて、委任行為になります。

話はなかなかややこしい話になるのですけども、当然町は指定管理料というものを

お支払いします。ただ、先ほどお認めいただいた駐輪場の部分については、使用料

でほとんど賄えるので、指定管理料は要らないよという指定管理者の提案によって、

お支払いは０になっております。 

  もう少し細かく言うと、先ほどの利用率どうなのだろうという部分につきまして

は、民間委託をしたというか、民間に委ねたという指定管理者制度のポイントの１

つは、性能発注みたいな話であって、公共の行政がやるよりは、民間ノウハウを最

大限発揮していただいて、マーケティングというか、そういう部分も当然加味して

いただいて、行政がやるよりは、指定管理者のノウハウで、このぐらいの使用量で

あれば、このぐらいの収入が需要見込めて、収入があるだろうと。ただ全体の経費

としては、このぐらい足りないので、これは行政から指定管理料もらわないとでき

ないという例ですとか、あるいはこのぐらいの使用料であれば、需要も見込めて、

しかも指定管理料ももらわずに、自分たちも利益が出るというものについては、指

定管理料は要らないですよと。 

  町はそこを一番当然望むわけですが、あともう１点、訂正的な部分からすれば、

住民が非常に使いやすいですと。あるいは先ほどもありましたとおり、水辺スポー

ツ公園のような、これは手前みそでの話で恐縮ですけども、議員がおっしゃられた

とおり、サッカー場だとか、芝生の状態とかは本当に自慢ができるようなそういう

状態、それを町民が使えるわけなので、そういうところで指定管理者制度になって

ございます。 

  今、議員の御質問の部分については、当然モニタリングという部分として町は、

こういう指導もどうなのだという話は全くおっしゃるとおりで、その辺のところは

行政がモニタリングした中で指導といいますか。 

  もう１つ前の質問であったのは、指定管理者制度のもう１つのポイントは、行政

処分まで委ねてしまう委任行為なので、貸し出す権限とかというのは、指定管理者

が持つことになります。指定管理者の権限で貸出しの許可ですとか、そういったも

のをすると。 

  ただ、野放しかよという部分ではなくて、それは先ほど清水委員がおっしゃられ

たとおり、モニタリングの中で、こういうような形として、行政としては考えてい

るのだけど、どうなのだろうというのは、当然、毎年の報告の中を受けてやってい

くと。ちょっと話が長くなって申し訳ないですけど、そういう構造となっています

ので、御理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（山本研一） 

  よろしいですか。 

  １１番、前田議員。 

○１１番（前田せつよ） 
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  １１番、前田せつよでございます。先ほど来から上限額というものをもちろん含

んだ条例の一部改正であるということは十分理解をしているところでございます。 

  同僚議員が質問されておりました、駐車場の部分について質問をいたします。 

  前条例の水辺公園の条例の条例改正の中には、利用単位という部分も改正を御提

案されて可決されたわけでございますが、このあしがり郷の瀬戸屋敷の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例につきましても、利用単位に目を向ける部分

もあるのではなかろうかと。特に普通自動車につきましては、１回につきというの

ではなく、利用単位を例えば１時間につきというような御提案の仕方が腑に落ちる

なと。先ほど同僚議員も申しておりましたように、友人を連れて、ちょっと休憩を

取るというような町民に利用しやすい瀬戸屋敷であるというような観点からも、こ

の１時間につきという、その利用単位についての条例改正に至る話があったのか、

なかったのか。その辺、利用単位につきましてのことを鑑みて、また、上限額の利

用料金の改正に至るべきだと思いますが、御見解をお述べください。 

○議長（山本研一） 

  産業振興課長。 

○産業振興課長（中村 睦） 

  駐車場の利用単位につきましては、人件費の高騰というのも理由の中に含めてお

りまして、その分が瀬戸屋敷の駐車場については、入口、そして出口という部分が

あるのですけども、そこ１時間単位の中で、人を配置をさせていただく中で、ずっ

と管理をしていくというところについては、難しいというところと、もう１つあじ

さいまつりしか、瀬戸屋敷については、一応今のところ料金を徴収していないとい

う中で、あじさいまつりと準じた形の中で１回につき幾らと。あじさいまつりでは、

これは実行委員会組織が行っているものですが、１回当たり１，０００円と先払い

というような形を取っておりまして、その辺の内容と合わせた形の中で検討はした

のですが、取っていこうというような提案になっております。 

○議長（山本研一） 

  １１番、前田議員。 

○１１番（前田せつよ） 

  １１番、前田せつよでございます。ただいま課長が御答弁いただいたことも加味

して、先ほども御答弁あったように、上限額であって、年間を通じて取ることがで

きる駐車場代金になったということで理解をいたしました。 

  また、大分多数の議員が、この件に関しましては質問を続けておるわけでござい

ます。やはり幾分、分かりにくい部分が、このままこれが町内に条例改正というも

のが発信されれば、町民からはちょっと分かりにくいのではないかと懸念も覚える

ところでございます。その点、細部にわたって、町民が分かりやすいような形で条

例改正が独り歩きすることのないような形のもので、この条例の動きがありますこ

とをお願いいたしまして、質問を終わります。 

○議長（山本研一） 
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  答弁はよろしいですか。 

○１１番（前田せつよ） 

  では一言、町民へのこの辺の条例に関して、戸惑うことないような形で、行事ご

とにその辺、細部にわたって町民に発信していただけるかどうか、その辺の配慮に

ついての町の対応について、一言お願いしたいと思います。 

○議長（山本研一） 

  産業振興課長。 

○産業振興課長（中村 睦） 

  ただいまの質問について、お答えをいたします。この部分については、指定管理

者が提案をして、承認を町でするという形になりまして、その後、しっかりと町も

そうですが、指定管理者側でも、実際のこの条例とは当然違う料金の設定になれば、

その料金を含めてしっかりと町民の方に分かってもらえるようなＰＲという部分を

していきたいと思っております。 

○議長（山本研一） 

  よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。 

  １０番、山下議員。 

○１０番（山下純夫） 

  １０番、山下純夫です。設備のところで、これは煮炊きするかまどだと思うので

すけど、改正前、現行１００円というところが、改正後は５，５００円、５５倍に

なっています。これは当然ながら理由と根拠があると思いますので、この場で一度

御説明をいただきたいと思います。 

○議長（山本研一） 

  産業振興課長。 

○産業振興課長（中村 睦） 

  御質問にお答えをいたします。冒頭、説明させていただいたとおり、瀬戸屋敷に

ついては、平成１７年度の瀬戸屋敷開園以来、利用料金を改定していないというと

ころがございまして、その当時から１回につき１００円という形でしたが、瀬戸屋

敷、指定管理が、平成２９年から指定管理者制度を導入しまして、その中で管理を

していく中で、ヘッツイという部分については、まさにかまどを使用する。その中

で火を使用するということで、準備、そして火の始末といった形の中で、準備では

薪を割る作業から火をつけて、火が安定するまで人がずっと張りついている。そし

て片づけるといった部分では、火を始末するといった部分で、最終的に２時間程度

準備と片づけでかかるということを想定しておりまして、その部分で、人をその間

やはり火を起こすという部分があります。火を使うといった部分がありますので、

人を配置するといった観点から利用料金を１００円から５，５００円という形に提

案をさせていただいたというところです。あくまでもこれについては上限額という

形です。その根拠としましては、厚生労働省の毎月勤労統計調査、地方調査の中で、

神奈川県の部分で神奈川県平均時間単価としまして、２，０９０円で、利用が夜の
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９時まで使う場合も可能性としてありますので、法定外の時間単価としては、２，

６１２円というような形で、この辺を加味しまして、２時間程度を想定をするとい

う中で５，５００円というのを上限額として提案をさせていただいたものになりま

す。 

  以上です。 

○議長（山本研一） 

  ほかに質疑ございますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

  ないようですので、続いて討論を行います。 

  討論のある方いらっしゃいますか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

  討論はないようですので、採決を行います。 

  議案第３７号 あしがり郷「瀬戸屋敷」の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例を制定することについて、原案に賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は

反対ボタンを押してください。ボタンの押し忘れはございませんか。採決を締め切

ります。 

 （賛 成 全 員） 

○議長（山本研一） 

  採決の結果、賛成全員によって可決しました。 

  暫時休憩といたします。 

  再開を１０時３０分といたします。 

午前１０時１２分 

○議長（山本研一） 

  再開いたします。 

午前１０時３０分 

○議長（山本研一） 

  日程に入る前に連絡事項を申し上げます。令和５年度会計の決算認定が提出され

ておりますので、樫村雄一代表監査委員に議場への出席をいただいております。 

  日程第７ 認定第１号 決算認定について（一般会計）から日程第１０ 認定第

８号 決算認定について（下水道事業会計）及び日程第１４ 議案第３８号 令和

５年度開成町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての計９議題を開成町議

会会議規則第３６条の規定に基づき、一括議題とします。 

  初めに、令和５年度決算に関わる会計年度中の主な施策の成果及び予算執行状況

報告を町長に求めます。 

○議長（山本研一） 

  町長。 
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○町長（山神 裕） 

  資料は、０７、認定第１号から第８号共通、令和５年度開成町、歳入歳出決算書

３、付属資料の２ページを御覧ください。 

  令和５年度各会計歳入歳出決算を議会の認定に付すに当たり、地方自治法第２３

３条第５項の規定に基づき、この会計年度中の主要な施策の成果及び予算執行状況

を報告します。 

  令和６年９月３日、開成町長、山神裕。 

  令和５年度一般会計の決算は、歳入総額が８２億２，５１５万８，０００円、歳

出総額が７７億６，３１４万２，０００円となり、歳入歳出差引額は４億６，２０

１万６，０００円で、翌年度への繰越財源額２，２８３万８，０００円を差し引い

た実質収支は４億３，９１７万８，０００円の黒字となりました。 

  前年度との比較では、歳入総額は６億１，５７７万の増、歳出総額は６億３，９

２９万５，０００円の増となっております。 

  なお、令和５年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支に、

財政調整基金の積立額や取崩し額などを差し引いた実質単年度収支は、１億１，３

７４万１，０００円の黒字となりました。 

  主な歳入項目では、町民税は１６億７，０１０万７，０００円、前年度比１５．

１％の増で、個人町民税は人口増などにより増となり、法人町民税も増となったこ

とから増収となりました。固定資産税は１４億７，０７０万円、前年度比１．１％

の増で、土地は地価の下落や住宅用地特例の適用により減収となりましたが、家屋

は新築家屋の増により増収となり、総じて増収となりました。町税全体では３３億

２，１５４万６，０００円、前年度比７．７％の増となりました。 

  その他の歳入項目では、地方交付税は、令和４年度の法人町民税の減収に伴い、

基準財政収入額が減となったことにより、７億６，２３６万８，０００円、前年度

比３３．０％の増となりました。 

  国庫支出金は、新型コロナウイルスワクチン接種に関わる国庫補助金等が減とな

ったことなどにより１２億１，８９５万８，０００円、前年度比５．２％の減とな

りました。 

  県支出金は、小児医療費助成事業費補助金の対象拡大による増などにより５億３

４３万２，０００円、前年度比１０．６％の増となりました。 

  繰入金は、町民センター空調設備改修工事及び福祉会館空調システム更新工事に

充当するために公共施設整備基金を繰り入れたことなどにより３億３，６０８万５，

０００円、前年度比５０．４％の増となりました。 

  町債は、町民センター空調設備改修工事及び福祉会館空調システム更新工事に伴

う借入れを行ったことなどにより、５億９，１５０万円、前年度比４８．０％の増

となりました。 

  主な歳出項目の増減内容を性質別に見ると、扶助費は価格高騰重点支援給付金の

給付及び保育所入所児童の増などにより１６億１，１８５万２，０００円、前年度
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比１３．６％の増となりました。 

  普通建設事業費は、町民センター空調設備改修工事及び福祉会館空調システム更

新工事等により、７億９，１２６万１，０００円、前年度比５４．０％の増となり

ました。 

  公債費は、庁舎建設に係る町債の元金償還開始等に伴い５億７，８１９万１，０

００円、前年度比１５．８％の増となりました。 

  積立金は、令和６年度以降の普通交付税の精算に備えて、財政調整基金積立を行

ったことなどにより４億２，１３０万６，０００円、前年度比で大幅増となりまし

た。 

  以上のように令和５年度は、計画的な基金や事業債の活用により歳入を確保し、

適正な執行に努めた結果、町民生活に関わる課題に対応し、的確なサービスを提供

しながら、将来を見据えた大規模事業も停滞させることなく執行することができま

した。 

  特別会計の歳出決算額では、国民健康保険特別会計は１６億２５５万１，０００

円となり前年度比３．５％の増で、保険給付費の増に伴う国民健康保険事業納付金

の増などによるものです。 

  介護保険事業特別会計は、１３億８，８４３万４，０００円となり、前年度比７．

８％の増で、要支援・要介護認定者の増によるものです。 

  駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計は、５億８，８７７万２，０００

円となり、前年度比３４．２％の増で、用地先行取得費の増によるものです。 

  一般会計に５つの特別会計と企業会計の水道事業会計及び下水道事業会計を加え

た決算額の合計は、歳入決算総額１３４億５，９４２万７，０００円で、前年度比

８億９，９６４万２，０００円、７．２％の増、歳出決算総額は１２８億８，１０

０万４，０００円で、前年度比９億５，４０７万２，０００円、８．０％の増とな

りました。 

  一般会計における主要な財政運営指標では、経常収支比率が８６．３％と前年度

より３．１ポイント下がりました。健全化判断比率関連の指標では、実質公債費比

率は、０．６ポイント上がって５．６％、将来負担比率は３．５ポイント上がって

３１．８％であり、引き続き健全な財政状況が維持されています。 

  それでは、第五次開成町総合計画の８つの政策に沿って、令和５年度決算の概要

を報告します。 

  １、町民主体の自治と協働を進めるまち。 

  個人の生活様式や価値観の多様化など、様々な町民ニーズに対応したまちづくり

を進めるために、町民、事業者、団体などとの協働を意識した事業を展開しました。 

  町民などが行う自発的、自主的に実施する公益的な活動に対する「協働のまちづ

くり事業応援補助金」を創設し、計５団体に補助しました。町民などが地域活動を

知り、実際に参加する機会とするため、町民フェスタを開催しました。また、担い

手の資質向上のための協働のまちづくり講座を実施しました。 
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  地域コミュニティの中心となる自治会には、交付金や自治宝くじコミュニティ助

成事業を活用した備品整備などの支援を引き続き実施するとともに、転入者に対し

ては自治会の必要性や活動内容を説明するなど加入促進に努めました。 

  また、事業実施における財源確保及び企業との連携深化のため、企業への営業活

動や、県が主催するマッチング会への出席等を通じて、企業版ふるさと納税の獲得

に注力しました。本年度は、３社から現金及び現物により約１５８万円相当の御寄

附をいただき、これを電動アシスト付３人乗り自転車等貸出事業に充当しました。 

  ２、未来を担う子どもたちを育むまち。 

  次代の社会を担う子どもを安心して産み育てられる環境づくりを進めるため、全

ての子どもとその家庭や妊産婦などに切れ目のない支援を行いました。 

  子どもの医療費に係る保護者の経済的負担を軽減するため、令和５年１０月から

こども医療費助成の対象を１８歳まで拡大し、所得制限を撤廃しました。 

  妊娠期から出産・子育て期までを切れ目なく身近で支援するため、「伴走型相談

支援」を行いました。 

  特に心身の不調や育児不安を抱えやすい出産後間もない母子を対象として、医療

機関や助産院での産後ケア事業を実施しました。 

  令和４年度に改修した子育て支援センターでは、開所日を拡充し、利便性の向上

を図りました。また、広くなったスペースを有効活用しながら、ぱぱ☆ひろばや託

児付き講座などの各種イベントを実施しました。 

  また、企業版ふるさと納税を活用し、多子世帯の外出支援及び交通安全意識の高

揚を図るための事業として、幼児を前後に乗せて３人乗りができる電動アシスト付

自転車の貸出事業を実施しました。 

  潜在的に支援が必要な家庭の早期発見・早期支援につなげるため、行政などが保

有する子どもに関するデータの連携システムの構築を国の実証実験の採択を受けて

実施しました。 

  学校教育においては、児童生徒に配布しているタブレット端末を適切に活用する

ため、児童生徒・教員及び保護者を対象とした情報リテラシーに関する研修を実施

しました。 

  また、小学校児童のタブレット端末にデジタル図書を導入し、子どもたちの読書

環境の推進を図りました。 

  中学校の部活動を段階的に地域に移行するために、持続可能な体制整備の在り方

を検討し、計画的な地域移行に必要な事業モデルの策定を行いました。 

  施設の老朽化対策として、開成小学校中庭の改修工事を実施しました。また、令

和５年が開成小学校開校１５０年という節目に当たるため、中庭タイルについては

児童が考案したデザインを採用し、児童が授業に主体的に取り組みました。 

  ３、健康を育み町民がいきいきと暮らせるまち。 

  運動習慣の定着や健全な食生活の実践を通じて、町民の健康に対する意識を高め、

健康寿命の延伸を図りました。 
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  これまで別々に送付していた特定健診とがん検診の受診券を一体化し、受診者の

利便性の向上を図りました。 

  高齢者の健康寿命の延伸のために、フレイル対策などの介護予防と生活習慣病な

どの疾病予防・重症化予防を一体的に実施しました。各地区においてフレイルチェ

ック測定会を実施し、ハイリスク者への個別支援や地域の通いの場でのフレイル予

防の啓発を行いました。 

  生涯学習の拠点である町民センターの大規模改修に着手しました。改修に係る実

施設計を行い、第１期工事として空調設備などの改修を行いました。 

  グローバル人材の育成を目的として、英語を学ぶ子どもたちを応援するための外

国語学習促進補助事業を創設し、英語に関する検定等の受験料の補助を行いました。 

  スポーツの推進では、スポ・レクフェスティバルを開催し、パークゴルフやボッ

チャなどの普段触れる機会の少ないスポーツの体験や、子どもが自由に遊べる「プ

レイパーク」等を実施し、老若男女問わず多くの参加者が気軽にスポーツを楽しみ

ました。また、第７２回足柄上の総合体育大会では、足柄上郡５町の代表選手によ

る熱戦が繰り広げられ、開成町は２年連続で総合優勝しました。 

  ４、安全で安心して暮らせるまち。 

  近年多発している地震や風水害などの自然災害に対応するため、実践的な防災訓

練の実施や災害時応援協定の拡充を図りました。 

  防災訓練では、関東大震災から１００年の節目を迎え、発生の切迫性が指摘され

ている地震災害に備えるため、町、消防団及び自主防災会等の相互の連携による「発

災対応型訓練」を実施し、地域防災力の向上を図りました。 

  大規模災害時における町民の生命及び応急復旧活動の人的・物的支援の確保を図

るため、茨城県大洗町との災害時相互応援協定をはじめ、新たに１１者と災害時に

おける応援協定を締結しました。 

  また、火災や地震発生時の出火被害に対する備えとして、家庭用消火器の購入費

用の一部を助成する制度を創設しました。 

  災害発生時の防災情報をより多くの方に伝達するため、防災行政無線の放送内容

を町ＬＩＮＥ公式アカウントに連携し、伝達方法の多様化、迅速化を図りました。 

  交通・防犯対策では、自転車利用者の安全対策として、自転車用ヘルメットの購

入に対する補助制度を創設しました。 

  また、車両や歩行者の安全を確保するため、設置が必要な箇所に道路反射鏡及び

防犯灯を設置しました。 

  ５、自然が豊かで環境に配慮するまち。 

  ２０５０年までの二酸化炭素排出量実質ゼロの実現に向け、「ゼロカーボンシテ

ィ創生補助制度」をさらに充実させました。従来のゼロエネルギーハウス等に対す

る支援に加え、町内中小企業の創・省・蓄エネ設備の導入に対する支援を開始しま

した。さらに、気候変動適応策として、高齢者の熱中症予防を目的とした省エネエ

アコン購入に対する補助制度を創設しました。また、家庭や事業者等も含めた町全
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体から排出される温室効果ガスの削減計画として、「開成町地球温暖化対策実行計

画（区域施策編）」を策定しました。 

  脱炭素の取組の輪をさらに広げるため、新たに１４者と「ゼロカーボンシティシ

ティ創生パートナー」の協定を締結しました。 

  地球環境への負荷の縮減等を図るため、庁用自動車の２台を電気自動車に置き換

えました。また、あじさいまつりなどの町イベントにおいて電気自動車を活用した

脱炭素の啓発事業を実施しました。 

  家庭から出るごみを適正に処分していただくため、ごみの出し方や分別方法を簡

単に検索できるごみ分別辞典を町ホームページ及び町ＬＩＮＥ公式アカウント内で

開始しました。また、リサイクル促進のため、小型家電リサイクル法の認定事業者

と連携し、不要になったパソコンなどを自宅から無料で回収する取組を開始しまし

た。 

  ６、都市の機能と景観が調和するまち。 

  良好な市街地の形成及び駅前通り線の整備により、都市機能の強化を図るため、

駅前通り線未整備区間の周辺について用地取得や建物等の移転補償などを実施し、

土地区画整理事業を推進しました。 

  安全で快適な町道ネットワークを維持するため、円通寺地区の町道２００号線や、

榎本地区の町道２１５号線などの舗装補修工事を実施しました。 

  町道改良事業においては、榎本地区の町道２０４号線の用地買収及び改良工事、

牛島地区の町道２３５号線の改良工事を実施しました。 

  橋りょうの定期点検を実施し、損傷状況を把握するとともに、健全度が低かった

２橋の補修工事を実施しました。 

  局地的な大雨などによる水路の氾濫などの災害を未然に防ぐため、榎本地区の水

路改修工事に着手しました。 

  公園などにおいては、海成期前第２公園のロマンスカー「ロンちゃん」の塗装工

事等の維持管理を行うとともに、魅力ある公園づくりを推進していくため、公園利

用に関するウェブアンケートを実施しました。 

  上水道は給水の安定化を図るため、第４水源地取水ポンプの更新工事等を行いま

した。 

  下水道は、「汚水処理施設アクションプラン」に基づき、金井島及び牛島地区の

未整備区間の管渠布設工事を実施しました。 

  ７、個性豊かな産業と文化を育成するまち。 

  農業の分野においては、高齢化などに伴う後継者不足による地域の農地の荒廃が

懸念される中、農業振興地域において、人や農地の集積を進めるため、中心的な担

い手と協議を行うなど、「人・農地プラン」を推進するとともに、目指すべき将来

の農地利用の姿を明確化するため、地域計画の策定に着手しました。 

  また、農業振興補助制度により、農業被害対策のための有害鳥獣捕獲への補助や

高付加価値型の農業推進のための酒米栽培などに対する補助を行いました。 
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  町の花あじさいの維持管理に努めるとともに、あじさいの里内の景観向上のため、

計画的にあじさいの植栽を実施しました。 

  商工業の分野においては、引き続き、小口資金融資などを通じて中小企業を支援

しました。 

  また、商工振興会のあじさいちゃんグッズ作成事業に対する支援を行いました。 

  開成町あじさいまつりでは、スマートフォンなどであじさいちゃんと一緒に撮影

ができるＡＲ事業や、地元高校生との連携による「開成町弥一芋」の親芋を活用し

たコロッケの開発などにより、多くの方にあじさいの美しさや水と緑の田園風景の

すばらしさを感じていただきました。また、北部地域や町農産物の魅力を多くの方

に知ってもらうため、収穫体験などを行う着地型観光体験ツアーを実施しました。 

  開成町阿波おどりは、４年ぶりに路上踊りが復活し、町外連も含む１６連６５０

名が参加し、踊り手の威勢のよい掛け声や鳴り物の音が久々に会場に響き渡りまし

た。 

  ８、効率的な自治体経営を進めるまち。 

  庁内研修の開催、派遣研修やウェビナーの活用などにより、職員の能力・資質の

向上に取り組みました。民間企業派遣型の接遇研修を活用し、「接遇力の向上」に

取り組むとともに、主体的・計画的な能力開発を支援するため、キャリアデザイン

研修や人材マネジメント研修を実施しました。 

  町民の利便性の向上を図るため、町税のクレジットカードやインターネットバン

キングなどによる納付税を可能とするなど電子納付を拡充しました。また、インタ

ーネットを利用した町税等の口座振替の手続を開始しました。 

  広報においては、魅力的な紙面の制作に取り組み、「神奈川県公報コンクール」

の「広報誌・町村部門」において最優秀賞を受賞しました。また、多様な手段によ

る町政情報の発信を図るため、町ＬＩＮＥ公式アカウントの機能を拡充しました。 

  町の魅力を町内外に広く発信し、関係人口や交流人口の創出につなげるため、シ

ティプロモーション動画を制作しました。 

  以上、令和５年度に実施した主な事業を報告しました。 

  令和５年度は、原油・物価の高騰、歴史的な円安が私たちの生活に大きな影響を

及ぼしました。 

  こうした中、開成町では価格高騰重点支援給付金等の適切な給付を行うとともに、

水道料金及び下水道使用料の減免、園・学校給食費の保護者負担の軽減措置、地域

公共交通の燃料価格高騰対策支援などの町民生活の支援に取り組みました。 

  令和６年度は第五次開成町総合計画の最終年度に当たるため、令和７年度から始

まる新しい総合計画の策定を進めています。総合計画は、町民の皆様に、より幸せ

になっていただくための計画です。町民ワークショップなどの場で、若者からお年

寄りまで様々な方との意見交換を重ねながら、ＡＬＬかいせいで策定してまいりま

す。 

  町議会の皆様には、今後とも御指導、御協力をよろしくお願い申し上げます。 
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  最後に、一般会計、特別会計及び財政状況に関する資料を添付いたしましたので、

これらをもって予算執行状況の報告といたします。 

○議長（山本研一） 

  町長の報告が終わりました。 

  続きまして、監査委員より決算審査意見書が提出されています。 

  監査委員の審査報告を求めます。 

  樫村雄一代表監査委員。 

○代表監査委員（樫村雄一） 

  それでは令和５年度決算審査に係る意見を報告いたします。お手元のファイル０

７、認定第１号から第８号共通、令和５年度開成町歳入歳出決算、①決算審査意見

書の２ページを御覧ください。順次、御報告申し上げます。 

  初めに、令和５年度開成町一般会計及び特別会計決算審査意見書です。 

  地方自治法第２３３条第２項の規定により、令和５年度開成町一般会計及び各特

別会計歳入歳出決算、並びに同法第２４１条第５項の規定により令和５年度基金の

運用状況を審査した結果、次のとおり意見書を提出する。 

  １審査した事務及び事業の関係書類、決算書、帳簿証書等ですが、（１）から（７）

まで記載のとおりでございます。 

  ２審査の期日ですが、令和６年７月１６日から令和６年８月５日までの７日間で

ございます。 

  ３審査の方法は、記載のとおりでございます。 

  ４審査結果ですが、令和５年度開成町一般会計及び特別会計歳入歳出決算の計数

は正確であると認められる。 

  また、決算及び予算の執行に関する意見は次のとおりです。 

  （１）決算収支についてです。一般会計の歳入総額から歳出総額を差し引いた額

は、４億６，２０１万６，０００円であり、実質収支額は４億３，９１７万８，０

００円であります。また財政調整基金の影響額を除いた実質単年度収支額は、１億

１，３７４万１，０００円の黒字となりました。 

  なお、各特別会計の実質収支額についても良好な財政状況にあります。 

  次に（２）歳入・歳出でございます。 

  まず歳入ですが、個人町民税は人口増等により増収となり、法人町民税も増収と

なった。固定資産税についても、住宅建設により増収となり、町税全体では前年度

比で７．７％増となりました。 

  次に徴収状況についてですが、個人町民税は継続した徴収努力の結果として徴収

率は９９．５％と前年度同率であり、高い徴収率を保っております。 

  一般会計の不納欠損額は１４８万４，５４２円であり、前年度と比較すると９５

万４，５０７円の減少となりましたが、今後とも法令を遵守した上で適切に取り扱

っていただきたい。 

  次に歳出でございます。まず、アとして、マイナンバーカードの取得率は令和５



－１１３－ 

年度末時点で７６．０％であり、県内市町村でトップであった。健康保険証が令和

６年１２月２日に廃止されることからさらなる取得率向上を図っていただきたい。 

  次にイとして、決算に係る各事業の成果及び執行状況の分析に努めていただき、

常にコスト意識を持って、事務事業の見直し、経費削減等に今後も取り組んでいた

だきたい。また、適正な交付金の執行や事務処理にも努めていただきたい。 

  （３）の財産についてです。 

  土地建物の管理・運用は適切であり、現金及び有価証券の現在高が帳簿と一致し

ており、その管理は適切であります。 

  （４）の基金の運用状況については、以下、記載のとおりですが、基金全体では

前年度比で１億１２８万３，０００円の増となり、基金の管理運用は適切で、基金

の現在高は収支の金額と一致しております。 

  令和６年８月５日、開成町長、山神裕様。 

  開成町監査委員、樫村雄一、同、吉田敏郎。 

  以上が一般会計及び特別会計の決算審査意見でございます。 

  次に、令和５年度開成町企業会計決算審査意見書です。 

  地方公営企業法第３０条第２項の規定により令和５年度開成町企業会計（水道事

業会計及び下水道事業会計）でございますが、審査した結果、次のとおり意見書を

提出する。 

  １審査した決算書及び帳簿証書類でございますが、（１）から（３）まで記載の

とおりでございます。 

  ２審査の期日は、令和６年６月２７日です。 

  ３審査の方法は記載のとおりです。 

  ４審査結果です。水道施設については記載のとおりでございます。 

  営業収益についてです。水道使用料は給水人口の増により、前年度比０．３％増

の１億６，１８０万８，０００円、下水道使用料は料金改定等により前年度比８．

９％増の２億３，４６８万５，０００円となっております。 

  一方、令和５年度の未処分利益余剰金は、水道事業で１億２，６５６万３，００

０円、下水道事業で１億２，５０１万９，０００円となっています。 

  水道事業会計及び下水道事業会計の決算書及び決算付属資料は事業の経営状況及

び財政状況を適切に表示されており、決算計数は正確であります。 

  今後とも事業収益や、使用料収入の状況を踏まえ、計画的な経営に取り組まれた

い。 

  令和６年８月５日、開成町長、山神裕様。 

  開成町監査委員、樫村雄一、同、吉田敏郎。 

  以上で決算審査の報告を終わります。 

○議長（山本研一） 

  樫村代表監査委員の報告が終わりました。 

  ここからは一般会計から順次細部説明を行います。 



－１１４－ 

  細部説明に入りますので、三役、代表監査委員の出席は結構です。 

  暫時休憩といたします。 

  再開を１１時２０分といたします。 

午前１１時０７分 

○議長（山本研一） 

  再開いたします。 

午前１１時２０分 

○議長（山本研一） 

  ここからは、決算認定について一般会計から特別会計及び企業会計までの説明を

順次、担当課長に求める予定としております。よって、町三役は出席しておりませ

んので、御承知おきください。 

  なお、これからの決算説明においては、ファイル番号、ページを示し、ゆっくり

説明し、特に決算書にない金額など、数字を使う際には、各議員が書き取りできる

よう、ゆっくり分かりやすく発言ください。 

  日程第７ 認定第１号 決算認定について（一般会計）の細部説明を順次担当課

長に求めます。 

  なお、細部説明においては、着座にて説明して結構です。 

  財務課長。 

○財務課長（高島大明） 

  それでは認定第１号 決算認定について（一般会計）を御説明いたします。御覧

いただくデータとしては、０８、認定第１号 決算認定について（一般会計）をお

開きください。 

  まず１ページを御覧ください。議案です。 

  認定第１号 決算認定について（一般会計）。 

  地方自治法第２３３条第１項の規定により、会計管理者から令和５年度開成町一

般会計歳入歳出決算の提出があったので、同条第３項の規定により監査委員の意見

をつけて認定を求めます。 

  令和６年９月３日提出、開成町長、山神裕。 

  次に２ページを御覧ください。一般会計歳入歳出決算総額です。 

  歳入予算現額８４億５，６３７万４，５００円、歳入決算額８２億２，５１５万

８，３８９円、歳出予算現額８４億５，６３７万４，５００円、歳出決算額７７億

６，３１４万２，４２１円、歳入歳出差引額４億６，２０１万５，９６８円、うち

基金繰入額０円。 

  令和６年９月３日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、山神裕。 

  次に３ページから４ページについては、令和５年度一般会計歳入歳出決算書の歳

入になります。資料は５ページの歳入合計を御覧ください。 

  １款町税から２１款町債まで、予算現額８４億５，６３７万４，５００円、調定

額８２億４，７９７万４，４９８円、収入済額８２億２，５１５万８，３８９円、
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不納欠損額１４８万４，５４２円、収入未済額２，１３３万１，５６７円となって

おります。 

  次に６ページから７ページについては歳出になります。７ページの一番下、歳出

合計を御覧ください。 

  １款議会費から１３款予備費まで、予算現額８４億５，６３７万４，５００円、

支出済額７７億６，３１４万２，４２１円、翌年度繰越額２億７，５７５万６，０

００円、不用額４億１，７４７万６，０７９円、表の下の歳入歳出差引額は４億６，

２０１万５，９６８円となっております。 

  それでは詳細については、開成町一般会計歳入歳出決算事項別明細書によって、

順次御説明を申し上げます。 

  説明に際しましては、新規事業、重点事業などを中心に簡潔に御説明させていた

だきたいと思いますので、御了承くださるようお願いいたします。 

  それでは資料は９ページを御覧ください。歳入、町税から御説明いたします。 

○税務窓口課長（奥津亮一） 

  それでは歳入、町税になります。まず１款町税全体でございますが、３３億２，

１５４万６，０００円、前年度比で７．７％の増となっております。主な要因とい

たしましては、法人町民税が増となったことが挙げられます。 

  項ごとの比率といたしましては、町民税が５０．３％、固定資産税が４４．３％、

軽自動車税とたばこ税が合わせて５．４％となっております。 

  それでは町税の主な項目について御説明いたします。 

  １款町税、１項町民税、１目個人、１節現年課税分、細節１均等割３，３９６万

７，５００円です。こちらは納税義務者数の増に伴い増額となってございます。前

年度との比較では１７８件、６２万３，０００円の増となりました。 

  続きまして細節２所得割１１億３，２８４万６，１０５円でございます。 

  賃金の増や納税義務者数の増に伴い、前年度と比較して２６６件、約２，７９４

万円の増となりました。 

  続きまして、細節３分離譲渡１，６８９万３，９００円でございます。令和５年

度におきましては土地、建物と資産の譲渡が少なかったことから、前年度と比較し

て約２００万円、１０．９％の減となっております。 

  続きまして、２節滞納繰越分６３５万５，１７３円になります。滞納額そのもの

につきましては、早期着手や適正な滞納処分などにより、年々圧縮できているため、

総額ベースでは減ってきております。決算額は前年度より減となっておりますが、

徴収率は７９．７％で、３．１％の増となりました。 

  続きまして、２目法人、細節２法人税割４億２，８８２万１，１００円です。本

庁の法人税割は、特定の法人の影響を大きく受けますが、令和５年度決算額は前年

度比約１億８，８００万円、７８．２％と大幅な増となりました。 

  １０ページを御覧ください。２項固定資産税になります。１目固定資産税、１節

現年課税分、細節１土地５億７，１８５万１，８００円につきましては、住宅建築
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が進み、住宅用地特例の適用が増えたことにより、およそ７００万円の減収となり

ました。 

  次の細節２家屋６億５，８２０万１，４７２円については、みなみ地区をはじめ

とした市街化区域の建築家屋の増により、およそ２，２００万円、３．５％の増と

なりました。 

  なお、新築家屋は１２１棟で、家屋棟数は６，６９７棟、前年度から１０６棟の

増となってございます。 

  続きまして、２節滞納繰越分３３３万８，０４２円でございます。こちら決算額

決算額は前年度より減となっておりますが、徴収率は２４．４％で、１．２％の増

となりました。 

  １１ページを御覧ください。３項軽自動車税になります。２目種別割、１節現年

課税分４，３５８万７００円については、人口が増えていることもあり、全体的に

登録台数も伸びております。 

○財務課長（高島大明） 

  次に１２ページの中段付近を御覧ください。 

  ２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税９８９万８，０００円です。揮発油税の

１００分の４２を、市町村の道路延長、面積に応じて交付されるものです。 

  次にその下、２項自動車重量譲与税２，９８４万円です。自動車重量税の１，０

００分の４０７を、こちらも市町村の道路延長、面積に応じて交付されるものです。 

  次に資料は１３ページの一番下、６款法人事業税交付金４，５９０万４，０００

円です。法人事業税の７．７％を法人税割額、従業者数に応じて交付されるもので

す。 

  次にその下、７款地方消費税交付金です。資料は次の１４ページの上段の方に移

ります。 

  地方消費税交付金４億２，５３５万６，０００円です。消費税１０％のうち２．

２％、軽減税率適用で８％の場合はうち１．７６％が地方消費税として都道府県が

収納します。そのうちの２分の１が人口と従業員数の割合で市町村に交付されるも

のです。 

  またこの一部につきましては、社会保障財源化分として交付されていますので、

社会保障の３経費に充てております。 

  次にその下、８款環境性能割交付金１，０８４万９，７７３円です。都道府県が

自動車の環境性能に応じて化する税であり、県収納額の９５％を乗じて得た額の１

００分の４３に相当する額を、市町村の道路延長、面積に応じて交付されるもので

す。 

  次にその下、９款地方特例交付金、項目節とも同じく地方特例交付金、細節減収

補填住宅ローン減税分特例交付金３，００１万５，０００円です。 

  所得税の住宅ローン控除で控除し切れない分を住民税から控除したことに伴う住

民税減収分の補填のために交付されるものです。 
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  １０款地方交付税、項目節ともに同じく地方交付税、資料は１５ページの上段に

移ります。細節特別交付税２，８２６万２，０００円です。普通交付税で措置され

ない個別緊急の財政需要に対する財源不足額に見合いの額として算定され、交付さ

れるものです。 

  次にその下、細節普通交付税７億３，４１０万６，０００円です。全ての地方公

共団体が一定水準の行政サービスを維持できるよう財源を保障するため、全国一律

の基準により算定が行われ、地方公共団体の財源の不均衡を調整し、国から地方公

共団体に交付されるものです。 

○参事兼企画政策課長（岩本浩二） 

  続きまして２０ページまで飛んでいただければと思います。 

１４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金１２節、地方創生推進交

付金で細節２の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金でございます。

物価構造の影響を受けた生活者や事業者に対しまして必要な支援として５つの事業

に充当をしました。 

  続けて、３の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金でございます。こちらも

同様に物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対する必要な支援として１０の事

業に充当を行いました。 

○参事兼総務課長（山口哲也） 

  続きまして２８ページを御覧ください。１７款寄附金、１項寄附金、１目一般寄

附金、ふるさと応援寄附金です。 

  件数は前年度より２０７件増えておりますが、主力返礼品が減となりました。他

の返礼品の充足で一定程度カバーできましたが、決算額としては１，０００万円ほ

どの減となってございます。 

○参事兼企画政策課長（岩本浩二） 

  続きましてその下、地方創生応援税制にかかる寄附金。企業版ふるさと納税の受

入れでございます。事業者２件から７０万円の寄附をいただきまして、子育て支援

事業へ充当いたしました。 

○こども課長（田中美津子） 

  次のページ、２９ページの上段を御覧ください。児童福祉費寄附金になります。

子育て支援事業費寄附金ということで、こちらは民間企業１団体からの寄附になり

ます。令和５年度１０月から拡充しました、こども医療助成事業に充当させていた

だいております。 

○財務課長（高島大明） 

  次に１８款繰入金、１項基金繰入金、目、節、細節ともに財政調整基金繰入金２

億円の取崩しです。年度間の財源の不均衡を調整するため、基金の取崩しを行いま

した。 

  続きましてその下、目、節、細節ともに公共施設整備基金繰入金１億５００万円

の取崩しです。町民センター空調設備改修工事及び福祉会館空調システム更新工事
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費に充当するため、基金の取崩しを行いました。 

○都市整備課長（井上 昇） 

  続きまして、ページ３４ページになります。下から２つ目、十文字橋負担金でご

ざいます。こちらにつきましては、松田町と共同で管理しております十文字橋の維

持管理として令和５年度につきましては、道路照明の電気料として負担金をいただ

いてございます。 

○財務課長（高島大明） 

  次に資料は３６ページを御覧ください。２１款町債、１項町債、１目総務債、３

節町民センター管理事業債、細節町民センター改修事業債１億５，１８０万円です。 

こちらは町民センター空調設備改修工事に係る事業債を借り入れたものです。 

  続きましてその下、２目民生費、１節社会福祉会館管理事業債、細節福祉会館改

修事業債１億１，２００万円です。こちらは福祉会館空調システム更新工事に係る

事業債を借り入れたものです。 

  次にその下、５目土木債、１節都市計画債、細節駅前通り線周辺地区土地区画整

理事業債２億５，７１０万円です。こちらは駅前通り線周辺地区土地区画整理事業

に係る事業債を借り入れたものです。 

  次にその下、６目消防債、１節常備消防債、細節常備消防事業債１，０６０万円

です。こちらは足柄消防署山北出張所の建替え工事に係る事業債を借り入れたもの

です。 

  次にその下、目、節、細節ともに臨時財政対策債６，０００万円です。こちらは

普通交付税算定において現金で措置されない財源不足額を借り入れたものです。 

  歳入の説明は以上となります。 

  続けてよろしいですか。 

○議長（山本研一） 

  はい。 

○財務課長（高島大明） 

  続いて歳出に移ります。 

  最初に全会計にわたる人件費について一括して総務課長より御説明申し上げます。 

○参事兼総務課長（山口哲也） 

  それでは、ファイルナンバー０７、決算書付属資料認定第１号から第８号共通、

歳入歳出決算書③付属資料の３６ページ、各会計の令和５年度決算における職員人

件費一覧を御覧ください。 

  こちらは、特別職と一般職全体の総人件費になっております。 

  まずは職員数について御説明をいたします。令和５年度末の職員数は特別職を除

き１２９名、これに再任用短時間勤務職員が５名で、合計１３４名の職員となって

おります。これは定員適正化計画に基づいて職員採用を行ってきた結果でございま

す。 

  全体について御説明いたします。資料の一番下の行、会計合計欄を御覧ください。 
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  特別職給与が減となっておりますが、これは特別職の就任時期がそれぞれ４月下

旬、６月上旬となったことで、期末手当の期間率が掛かっているというものでござ

います。 

  一般職給与のうち、給与が前年度比較で約１６６万円の増となっておりますのは、

人事院勧告に基づき、若年層を中心とした増額の給与改定を行った影響等となって

ございます。 

  また、職員手当が約８０４万円の増となっておりますが、同じく人事院勧告に基

づく全体の給与水準の引上げとともに、勤勉手当の支給率の引上げの増などが影響

した結果となっております。また、退職手当組合負担金のうち、一般負担金が前年

度比較で約１，３１０万円の増となっておりますが、大きな理由といたしましては、

退職者が９名と多かったことによります。 

  その右側の特別負担金は前年度比で約５４１万円の増となっておりますのは、特

別負担金を負担する退職者の増が要因となっております。 

  合計欄を御覧ください。人件費全体といたしましては、１０億５，２３３万５，

５９５円で、前年度から約２，４００万円の増となっております。 

  それでは会計別の職員数を申し上げます。再任用除いた数となっております。一

般会計が１１３名、特別会計では、国民健康保険が２名、介護が２名、区画整理が

４名、企業会計では水道が４名、下水道が４名、合計で１２９名となっております。 

  各会計前年度比較において、増加額の大小や一部の減額がございますが、これは

配置した職員実態を反映したものとなっております。 

  職員人件費の御説明は以上となります。 

  なお、本説明をもって、各会計における人件費の説明は省略をさせていただきま

すので御了承ください。 

  続いて、歳出の説明に移ります。ファイルナンバー０８の決算書にお戻りくださ

い。４０ページになります。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費職員研修事業費です。令和５年度

は、階層別の庁内研修を実施したほか、派遣型研修にも注力し、職員の能力、資質

の向上に努めました。 

○財務課長（高島大明） 

  次に資料は４４ページを御覧ください。２款総務費、１項総務管理費、４目財産

管理費、事業名、公有地管理費６，１８６万８，６４６円です。こちらは駅東側町

有地等の他課に属さない公有地の管理等を行ったものです。また令和５年度は旧開

成町営住宅四ツ角団地解体工事を行っていますが、この解体工事については、令和

６年度への繰越事業となっていますので、４，１０９万２，０００円を繰越明許費

としては、令和６年度へ繰り越しております。令和５年度の工事費としては、工事

の前払い金のみ支出を行っております。 

  次に資料は４５ページを御覧ください。２款総務費、１項総務管理費、４目財産

管理費、事業名、公共施設整備基金積立金３，０００万円です。こちらは将来の公
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共施設の改修整備等への対応のため積立を行いました。 

○参事兼企画政策課長（岩本浩二） 

  続きまして４７ページをお願いいたします。一番上、５目企画費、総合計画策定

事業費でございます。総合計画策定に当たりまして、計画の策定及び各種政策の立

案や推進上の参考に資するための基礎資料としての本町の人口推計及び町民意調査

を２か年継続事業として実施をいたしました。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  続きまして、６目交通防犯費、下から２つ目、自転車安全対策事業費でございま

す。街頭指導や自転車免許講習などによる正しい自転車の乗り方や交通ルールなど

交通安全意識の高揚を図り、交通事故防止に取り組みました。また、昨年１０月か

ら開始した、自転車乗車用ヘルメット着用促進補助事業として、５１５名の方にヘ

ルメット購入費の一部を補助し、ヘルメット着用率の向上を図りました。 

○生涯学習課長（田代孝和） 

  続きまして５０ページを御覧ください。２款、１項、８目町民センター管理費、

説明欄、町民センター施設整備事業費でございます。２億７，４９６万８，１００

円です。こちらは前年度よりも２億５，６２６万８，１００円の増額となっており

ます。 

  増額の理由といたしましては、町民センターと保健センターの老朽化対策工事に

係る費用となっており、主なものとしては空調設備改修工事、これを実施してござ

います。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  続きまして資料５２ページを御覧ください。一番上段の協働のまちづくり推進事

業費になります。協働のまちづくりを推進するため、協働推進会議の運営や活動団

体を対象とした協働のまちづくり講座を開催いたしました。また、活動団体が実施

する公益的な事業に対し、財政的な支援として、５団体に対し、協働のまちづくり

応援事業補助金を交付しました。 

○税務窓口課長（奥津亮一） 

  続きまして５６ページをお願いいたします。中段２項町税費、２目賦課徴収費、

事業名、徴収事務費でございます。令和５年度におきましては、滞納者への早期着

手や滞納処分の徴収対策として、預貯金取引照会システムを導入いたしました。シ

ステムの導入によって、これまでの調査期間が大幅に短縮されるなどの効果ととも

に、職員の事務負担軽減にもつながりました。 

  続きまして５７ページをお願いいたします。下段の３項戸籍住民台帳費、１目戸

籍住民台帳費、事業名、個人番号カード交付事務費でございます。こちら個人番号

カード交付事務費用として会計年度任用職員の報酬や手当、総合端末の保守委託料

などを支出いたしました。なお、事業概要に記載の保有枚数率７６％は、令和５年

度末時点で、７月末現在の保有枚数率も変動ございません。 

  その下の事業名、証明書交付関係費でございます。こちらはコンビニ交付手数料
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や、令和４年度に導入いたしましたキャッシュレス決済のシステム使用料などを支

出いたしました。コンビニ交付、キャッシュレス決済ともに利用件数は着実に伸び

ているところでございます。 

○保険健康課長（土井直美） 

  少し飛びまして、６５ページをお開きください。 

○議長（山本研一） 

  すみません。説明の途中ですが、途中になってしまいますので、この説明、午後

からにさせていただきたいと思います。 

  よろしいですか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

  それではこれで午前中、暫時休憩としたいと思います。 

  再開を１３時３０分とします。 

午前１１時０６分 

○議長（山本研一） 

  再開いたします。 

午後１時３０分 

○議長（山本研一） 

  引き続き一般会計の詳細説明を行います。 

  午前中に総務費まで終了しておりますので、ここからは、民生費からお願いしま

す。ファイルナンバーページをお示しの上、説明ください。 

  保険健康課長、どうぞ。 

○保険健康課長（土井直美） 

  それでは引き続き、歳出の説明をさせていただきます。 

  ファイルナンバー０８、決算認定について、６５ページをお開きください。６５

ページ中段下、後期高齢者医療広域連合関係費、こちらは神奈川県後期高齢者医療

広域連合へ支払う負担金です。後期高齢者の被保険者数や医療費の増により、昨年

度から１，３５８万円ほど増加しています。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

  続きまして、ページが大分飛びます。７０ページをお願いします。７０ページで

ございます。７０ページ中段です。６目福祉会館管理費、福祉会館管理費の事業名

です。福祉会館の通常の維持管理のほか、不具合により、令和４年度から行ってい

た多目的ホール移動観覧席修繕工事について、追加分を含めて実施をいたしました。

また、蓄熱槽の劣化により不具合が生じていた空調設備について国補助等を財源の

一部とし、設計施工一括管理方式によりこれまでの集中型から分散型の空調システ

ムに更新するなど利用環境の向上を図ってございます。 

  続きまして、同じページ７０ページの最下段から７１ページにわたってでござい

ます。事業名、物価高騰重点支援給付金給付関係費が３つほど続いてございます。 
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  まず最初に７０ページ下段の事業でございます。物価高騰の背景を受け、国の交

付金を原資に、令和５年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対し、１世帯当

たり３万円を支給したもので、全部で１，１３２世帯に支給を行いました。 

  その下の７１ページです。事業名は同じですが、（追加分）の事業になります。 

  国の経済対策に基づき、令和５年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対し、

国庫補助を原資に１世帯当たり７万円を支給したもので、令和５年度は全員１，１

３１世帯に交付を行い、対象世帯の約９０％に支給した上で残りの予算を次年度に

繰り越してございます。 

  その下になります。同じ事業名で、（均等割課税及びこども加算）でございます。

令和５年度分の住民税均等割のみの課税世帯に対し１世帯当たり１０万円と当該世

帯の子ども１人に対し５万円を支給するもので、令和５年度はその準備経費を支出

して対象者の資金に関する予算を中心に令和６年度に繰越しを行ってございます。 

○こども課長（田中美津子） 

  児童福祉費、児童福祉総務費になります。説明のページは７２ページ下から２段

目のこども医療助成事業費です。子どもが医療機関を受診した際に支払う医療費の

自己負担分の助成を行いました。令和５年１０月診療分からは、補助対象を３歳以

上の所得制限撤廃と、対象年齢を１５歳から１８歳まで拡大して助成を行いました。 

  受診延べ件数は４万２，４４６件、医療費の自己負担分の補助額は、決算書に記

載の扶助費のとおり、９，１９５万７，９１２円でした。前年比の件数では９，５

６６件の増、金額では２，１２４万４，０００円の増でした。助成対象拡大により、

１０月から対象児童は３，１２０人で、拡大前より１，０２２人の増加となってお

ります。 

  続いて、７３ページ、下から２段目の子育て支援事業費です。子育て支援の一環

として、電動アシスト付３人乗り自転車２０台と子ども用ヘルメット４０個を購入

し、満１歳から小学校就学に達するまでの幼児２人以上養育している１４世帯に貸

出しを行いました。 

  続いて、７４ページを御覧ください。２目児童措置費になります。中段の民間保

育所等運営支援事業費です。こちらは仕事と子育ての両立を支援するために、保育

サービスを提供する事業でございまして保育所等の利用児童、年間延べ５５６０名

に対し、保育所等入所に係る給付費委託料と扶助費を支弁しました。 

  前年比人数では３２４名の増、金額では５，９８８万５，０００円の増でした。 

  その他、一時預かり保育、エネルギー価格の物価高騰の影響を受けた町内の認可

保育所に対し、光熱費の補助を行いました。 

  続いて、７５ページにお進みください。上から２段目、子育て世帯生活支援特別

給付金ひとり親世帯以外分の給付関係費になります。 

  食材等の物価高騰の影響を受けるひとり親以外の低所得の子育て世帯への生活支

援として、支援児童１人当たり５万円を全額国の補助金を活用して１５４人に対し

て給付を行いました。 
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○保険健康課長（土井直美） 

  続きまして、７７ページにお進みください。７７ページ下段、４款衛生費、１項

保健衛生費、救急医療体制推進事業費、こちらは地域の救急医療推進体制整備に係

る負担金です。昨年度より約３７０万ほどプラスになってございます。これはこれ

まで、休日急患診療所及び広域二次病院群輪番制度の負担金を支出しておりました

が、令和５年度から小田原市休日夜間急患診療所運営費に係る負担金を新たに支出

したことによります。 

○こども課長（田中美津子） 

  １ページお進みいただき、７８ページ、２目の予防費になります。一番下の母子

保健事業費を御覧ください。母子保健法に基づく妊娠、出産、育児に関する各種事

業、記載の健康教室相談事業、乳幼児集団健康診査等を実施するための医師や歯科

医師、臨床心理士、管理栄養士などの専門職への報酬、報償費及び手数料を支出い

たしました。また、委託料として従来の妊産婦検診の実施等と、令和５年度新規事

業として、３歳児視覚屈折検査、産後ケア事業、新生児聴覚検査を委託によりまし

て開始し、支出いたしました。 

  委託費の前年比は８４万２，０００円の増額となっております。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

  続きまして、７９ページ最下端から８０ページにわたる事業でございます。７９

ページ、事業名、一体的保健事業費でございます。高齢者の保健事業と介護予防の

一体的実施に関する事業で、一般会計分として支弁している分でございます。フレ

イルに対して正しい知識を身につけることを目的とした養成講座や講演会を実施す

るとともに、各地区でフレイルチェックを実施をいたしました。 

○保険健康課長（土井直美） 

  その下、同じく８０ページ、４款衛生費、２目予防費、事業名、新型コロナウイ

ルスワクチン接種事業費、新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費です。令和

５年度に保健センターで実施した春と秋の集団接種委託料や、個別接種に係る経費

等を支出しております。昨年度より１，４００万ほど減になってございます。 

○環境課長（高橋清一） 

  続きまして資料は８１ページ、８１ページになります。３目環境衛生費に移りま

す。一番下の事業名、ごみ処理関係費になります。燃えるごみ、燃えないごみ、粗

大ごみなど、委託事業による収集運搬及び処理を適正に行いました。また、ごみ焼

却処分等を行う足柄西部清掃組合の運営費負担金及び足柄上地区ごみ処理広域化協

議会の負担金を支出いたしました。 

  資料は８２ページ、８２ページを御覧ください。上から３つ目、事業名、地球温

暖化対策推進事業費です。ゼロカーボンシティ創成に向けた各種補助金について、

こちらで支出してございます。令和５年度は、中小企業向けの設備導入及び省エネ

家電の導入に係る補助金を創設いたしました。各補助金の実績は記載のとおりでご

ざいます。また、本町の自然的、社会的特性を踏まえたゼロカーボンシティへの取
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組を計画的に進めるため、地域地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定いた

しました。 

  資料８２ページの一番下、８３ページにかかります。事業名、資源化推進事業費

です。缶、金物、瓶類、ペットボトルなど、資源ごみの収集及び再生資源化を実施

いたしました。こちらにつきましては、先ほどのごみ処理関係費の関係も含めまし

て、決算付属資料におきまして、令和５年度開成町ごみ処理の状況として詳しく掲

載しておりますので、参照していただきたいと思います。 

○産業振興課長（中村 睦） 

  続きまして８６ページを御覧ください。３目農業振興費、優良農地保全事業費に

なります。 

  高齢化等に伴う後継者不足による地域の農地の荒廃が懸念される中、農業振興地

域において人や農地の集積を進める人・農地プランの法定化に伴い、人・農地プラ

ンの現況図を用いて、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画の策定

に着手し、目標地図素案を作成しました。 

  次に８９ページ、３つ目を御覧ください。観光費、観光対策推進事業費になりま

す。 

  開成町あじさいまつり開催のための補助金のほか、本年度新たに、北部地域や町

農産物の魅力を知ってもらうため、収穫体験を行う着地型観光体験ツアーを一般財

団法人箱根町観光協会に委託し、２企画実施しました。７月に白いトウモロコシの

収穫体験ツアーを４回、９月に開成茶の収穫体験ツアーを３回実施しました。 

○都市整備課長（井上 昇） 

  続きまして、ページは９１ページを御覧ください。上段、事業名町道維持管理事

業、こちらは安全で快適な道路環境を維持するため、計画的に道路の舗装の打替え

や道路構造物の修繕を実施するもので、町道２００号線、町道２１５号線などの舗

装補修工事を実施したものです。 

  その下、道路新設改良費、町道改良事業費です。こちらは、安心・安全な道路ネ

ットワーク、生活環境の形成、交通の円滑化を図るため、町道２０４号線、町道２

３５号線の２路線につきまして、事業を推進したものでございます。 

  町道２０４号線では、道路の拡幅に伴う補償調査を実施し、用地買収を進め、４

７メートルの拡幅工事を実施しました。 

  町道２３５号線においては、橋りょうをボックスカルバートにする拡幅工事を実

施しました。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

  続きまして、ページが９５ページになります。９５ページの下段をお願いいたし

ます。５項住宅費、１目住宅管理費、事業名、住宅維持管理費でございます。町営

住宅円通寺と河原町団地の３棟の維持管理を行うとともに、計画に基づき円通寺団

地の屋上防水を含んだ外壁塗装工事を施工をいたしました。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 
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  続きまして資料は９８ページになります。９８ページ一番下、５目災害対策費の

防災行政無線等管理費でございます。 

  災害時の緊急連絡や、次の行政情報における情報伝達手段として万全を期するた

め、年間の保守点検委託など、防災行政無線を適切に運用するための維持管理を行

いました。 

  続きまして資料は１０１ページをお願いします。８款消防費、１項消防費、５目

災害対策費の災害対策推進事業費になります。災害時に必要な防災備蓄食料や資機

材等を整備したほか、火災や地震発生時における主な被害の減少を目的として、家

庭用消火器の購入費用の一部を助成し、１４３件の補助実績でございました。 

○参事兼学校教育課長（田中栄之） 

  続きまして、ここから９款教育費になります。１０１ページを御覧いただきたい

と思います。９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、給食事業特別会計繰出

金です。給食材料費の高騰対策としまして、保護者負担の軽減と、安定した給食事

業を維持するため、給食事業特別会計へ繰り出しを行ったものでございます。 

  続いて、１０３ページを御覧いただきたいと、先ほどは１０３ページです。失礼

いたしました。次は、１０８ページを御覧いただきたいと思います。 

  一番上になります。校務用パソコン管理費です。園、学校が保有する校務用パソ

コンを管理をすること。それから校務支援システムの保守委託、それから学校にお

ける１人１台端末等の情報機器利活用推進のため、教職員の事業支援として、カリ

キュラムコーディネーターの派遣を行ってございます。 

  そこから２ページへ飛んでいただきまして、１１０ページになります。ちょうど

中段になります。学校管理運営関係費、こちらは小学校の運営を円滑に行うために

教材をはじめとした消耗品を購入したものでございます。 

○議長（山本研一） 

  ちょっとページと整合性が、確認してください。 

○参事兼学校教育課長（田中栄之） 

  今、１０６ページでよろしいですか。違いますか。私のページが違うの。１０６

で大丈夫ですか。申し訳ございませんでした。 

○議長（山本研一） 

  小玉参事のところからページがちょっと。 

○参事兼学校教育課長（田中栄之） 

  最初から、１０１ページからでよろしいですかね。多分１０１、私、１０１だっ

たのが違ったので、ちょっと足し算をして読んでしまいましたけれども、私は多分

１０１、ごめんなさい。 

  １０１ページ、改めて重複しますけれども、やり直させてください。 

○議長（山本研一） 

  ちょっと待ってください。１０１ページでいいですね。１０１ページでよろしい

ですか、皆さん。よろしいですか。 
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 （「異議なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

  では、１０１ページ、お願いします。 

○参事兼学校教育課長（田中栄之） 

  改めて１０１ページ、ここからが９款教育費になります。９款教育費、１項教育

総務費にも区事務局費の中段になります。給食事業特別会計繰出金、内容は先ほど

御説明をさせていただきました。 

  続いて１０４ページになります。一番上段、校務用パソコン管理費、こちらも先

ほど御説明をさせていただいたものでございます。 

  続いて１０６ページに移ります。学校管理運営関係費、こちらは開成小学校に係

るものでございまして、開成小学校開校１５０周年を迎えてございました。そのと

きにその節目としまして、中庭タイルの補修工事を行ったものでございます。 

  続いて５ページ飛びまして１１１ページになります。開成南小学校費になります。

中段です。教科運営関係費としまして開成南小学校特別支援学級が増となってござ

いましたので、こちらの養護椅子それからソフトパーティション等の備品やトイレ、

手すり設置工事を行ったものでございます。 

  ４ページ飛びまして１１５ページになります。４項で中学校費になります。教育

振興費のうち、教科外運営関係費です。こちらにつきましては、吹奏楽の備品とし

てバストロンボーン、それからバスクラリネットを購入したものでございます。 

  ２ページ進みまして、幼稚園費になります。１目幼稚園管理費、中段になります。

幼稚園管理運営関係費です。こちらは園バス２台におきまして、園児置き去り防止

装置の設置を行ってございます。また併せて園舎におきましてはスロープガラスの

ところで雨漏りが生じておりましたので、修繕工事を行ったものでございます。 

○生涯学習課長（田代孝和） 

  続きまして１２４ページを御覧ください。７項２目体育施設費、説明欄、開成水

辺スポーツ公園管理運営事業費でございます。決算額として１，６８３万９，１５

０円です。こちらは前年度よりも４５０万８，７３０円の減となっております。こ

ちらについては令和４年度に管理棟のトイレの改修、あと新水路のしゅんせつ工事

これを行った関係で、令和５年度それがないということでの減というところです。

開成水辺スポーツ公園については、開成スポーツパートナーズを指定管理者として

公園の管理運営をいたしてございます。利用者数については８万９，５７８人とい

うことで、前年度比１．５％の増となってございます。 

○財務課長（高島大明） 

  次に資料は１２５ページを御覧ください１０款公債費、１項公債費、１目元金、

事業名、町債元金償還金５億４，７８０万６，９８６円です。こちらは町債に対す

る元金返済分となります。令和５年度末の町債残高は７１億１，２７４万１，００

０円となります。 

  次にその下、２目利子、事業名、町債償還利子３，０３８万４，０５６円です。
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町債に対する利子分の返済です。 

  歳出の説明は以上です。 

  次に、資料は１２７ページを御覧ください。実質収支に関する調書です。 

  １、歳入総額８２億２，５１５万８，３８９円、歳出総額７７億６，３１４万２，

４２１円、歳入歳出差引額４億６，２０１万５，９６８円、翌年度へ繰り越すべき

財源、繰越明許費繰越額２，２８３万７，５００円、実質収支額４億３，９１７万

８，４６８円です。 

  続きまして、財産に関する調書の御説明に移りたいと思います。データについて

は、⑦で認定第１号から第８号共通令和５年度開成町歳入歳出決算書②の財産に関

する調書をお開きください。 

  令和５年度財産に関する調書については、決算年度中に増減があったものについ

て御説明申し上げます。では２ページを御覧ください。 

  １、公有財産、（１）土地及び建物です。 

  まず土地になります。区分は公共用財産の公園です。１．０４平方メートルの減

で、決算年度末現在高は５万３，２６４．３２平方メートルです。こちらは中之名

公園及びクレール開成公園で、地籍調査事業の結果が登記に反映されたことや、複

数の公園について面積集積図や地積測量図をもとに修正したことにより、総じて１．

０４平方メートルの減となったものです。 

  続いて建物になります。区分はその他の行政機関のその他の施設です。非木造で、

１３０．０１平方メートルの増で、決算年度末現在高は１６０．０１平方メートル

です。こちらは米印で錯誤分と記載させていただきましたが、令和５年度中の増減

ではなく、令和２年度に松ノ木河原多目的広場に建設した防災倉庫について、計上

が漏れていたことを確認しましたので、申し訳ございませんが、訂正させていただ

きます。 

  続いて（２）有価証券及び（３）出資による権利について、こちらは増減はあり

ませんでした。 

  次に３ページから７ページの物品については記載のとおりとなっておりますので、

すみませんが、説明は省略させていただきたいと思います。 

  続きまして８ページを御覧ください。まず上の表の３、債権です。名称が育英奨

学金貸付金です。こちらの貸付については、令和５年度中に４３万円が返済されま

したので、決算年度末現在高は１４６万７，０００円となっています。 

  続きましてその下の４、基金です。金額については１，０００円単位で四捨五入

により記載しておりますので、決算書の歳出額と１，０００円単位では不整合とな

る場合がありますので、御了承いただきたいと思います。 

  まず１、減債基金です。こちらは２，０７１万２，０００円を積立て、決算の決

算年度末現在高は３，３６２万６，０００円です。 

  ２、財政調整基金です。２億円の取崩しと３億４，０００万４，０００円の積立

てにより総じて１億４，０００万４，０００円の増となり、決算年度末現在高は１
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１億１，９９５万７，０００円です。 

  ３、育英奨学金貸付基金です。返済の４３万円を積立て、決算年度末現在高は２，

４１６万１，０００円です。 

  ４、学校校舎等整備基金です。２，０００万円の取崩しと２，５００万円の積立

てにより総じて５００万円の増となり、決算年度末現在高は１億７８８万７，００

０円です。 

  ５、社会福祉基金については変動はありません。 

  ６、商工振興事業基金については７６万円を取り崩し、決算年度末現在高は１０

０万円です。 

  ７、教育振興基金です。寄附金３万円を積立て、決算年度末現在高は１３１万円

です。 

  ８、あしがり郷瀬戸屋敷基金です。１５０万円の取崩しと寄附金６１万円の積立

により、総じて８９万円の減となり、決算年度末現在高は１６３万９，０００円で

す。 

  ９、開成の夢を育てるあじさい基金です。寄附金１４万６，０００円を積立て、

決算年度末現在高は２５７万２，０００円です。 

  １０、公共施設整備基金です。１億５００万円の取崩しと３，０００万円の積立

てにより、総じて７，５００万円の減となり、決算年度末現在高は６億１，５００

万円です。 

  １１、開成駅前第２公園「ロンちゃん」基金です。１８１万３，０００円を取り

崩し、決算年度末現在高は７９万２，０００円です。 

  １２、森林環境譲与税基金です。譲与税の４３７万４，０００円を積立て、決算

年度末現在高は８７４万８，０００円です。 

  １３、南地区植栽維持管理事業基金です。９５万円を取り崩して決算年度末現在

高は２００万円です。 

  １４、まち・ひと・しごと創生基金、１５、国民健康保険財政調整基金、１６、

国民健康保険高額療養費貸付基金については変動はありません。 

  １７、介護保険財政調整基金です。１，０００万円を積立て、決算年度末現在高

は３億１，５８４万７，０００円です。 

  １８高額介護サービス費貸付基金です。こちらは変動はありません。基金全体の

決算年度末現在高は２４億７，６８４万３，０００円となります。 

  また令和５年度中に財政調整基金のうち３億円については、現金ではなく債権に

より保有することとしたため、合計の欄において基金全体について現金と債券の内

訳を今回から記載しています。 

  基金の関係は以上となります。 

  令和５年度一般会計歳入歳出決算書の説明については以上となります。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 
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  以上で説明終了しますが、途中とページが飛んだところがあって、不明確なとこ

ろがもしございましたら、御指摘いただければと思いますけど、よろしいですか。 

 （「なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

  ありがとうございます。 

  以上で、認定第１号 決算認定について（一般会計）の細部説明を終了いたしま

す。 

  日程第８ 認定第２号 決算認定について（国民健康保険特別会計）の細部説明

を担当課長に求めます。 

  保険健康課長。 

○保険健康課長（土井直美） 

  それでは、認定第２号 決算認定について、令和５年度開成町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算について説明いたします。ファイル名０９認定第２号 決算認定

についてをお開きください。また、ファイル名０７認定第１号から第８号共通、令

和５年度開成町歳入歳出決算書③付属資料を参考資料としてお開きください。 

  まず、決算書２ページをお開きください。国民健康保険特別会計歳入歳出決算総

額、歳入、歳入予算現額１６億７，５４１万円、歳入決算額１６億３，２４１万２，

５６３円。歳出、歳出予算現額１６億７，５４１万円、歳出決算額１６億２５５万

１，４５１円、歳入歳出差引額２，９８６万１，１１２円、うち基金繰入額０円。 

  令和６年９月３日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、山神裕。 

  次の３ページをお開きください。令和５年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算

書、歳入です。 

  １款の国民健康保険税から８款の諸収入まで歳入合計、予算現額１６億７，５４

１万円、調定額１６億９，６９２万２４８円、収入済額１６億３，２４１万２，５

６３円、不納欠損額６０３万３，９００円、収入未済額６，１２４万７８５円。 

  続いて次のページ、歳出、１款の総務費から８款予備費まで歳出合計、予算現額

１６億７，５４１万円、支出済額１６億２５５万１，４５１円、翌年度繰越額０円、

不用額７，２８５万８，５４９円、歳入歳出差引残高は２，９８６万１，１１２円

となります。 

  それでは、まず、国民健康保険に係る全体的な状況を簡単に御説明いたします。

参考資料として、付属資料の２１ページをお開きください。 

  資料中段に、国民健康保険の世帯数及び被保険者数の状況が記載してございます。

町の人口と世帯数ともに増加しておりますが、国民健康保険の被保険者数、世帯数

ともに減少傾向が続いています。 

  令和５年度の町人口に対する国保加入割合は１５．２％となっております。ちな

みに平成２９年度当時では、町人口に対する国保加入者割合は、１９．４％でした。

これは７５歳の年齢到達により後期高齢者医療に移行する方が多かったことなどに

よるものと考えられます。また、国保加入者のうち、６５歳以上の高齢者の占める
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割合が高くなっており、令和５年度現在で４８％と被保険者２人のうち１人は６５

歳以上となっています。 

  次に、令和５年度国民健康保険の制度改正といたしまして、賦課限度額の引上げ

や所得判定基準額の見直し、産前産後保険料の免除、出産育児一時金の引上げ等の

制度改正がありました。 

  国民健康保険税の税率については、制度改正部分を除き、前年度から変更はあり

ませんでした。 

  付属資料の２０ページを御覧ください。 

  決算の状況のうち、歳入におきましては、国民健康保険税の調定額が昨年度より

減になった影響で、収入済額も減となっておりますが、徴収率に大きな差はござい

ませんでした。 

  歳出におきましては、国保の歳出構成比のうち約７割を占める保険給付費が０．

９％の増、事業費納付金が給付費の増や県の国保財政の事情等により、１０％の増

となりました。 

  国民健康保険特別会計の歳入に係る全体の伸びは０．１％、対して事業費納付金

の増等により、歳出全体の伸び率はプラス３．５％、財源不足による基金取崩しま

でには至りませんでしたが、令和４年度決算による令和５年度への繰越金が８，２

００万だったのに対し、令和５年度の歳入歳出差引額は約３，０００万弱と大幅に

減少したため、６年度の財政状況が厳しい状態となっております。 

  それでは、歳入歳出決算事項別明細書の説明をいたします。 

  決算書の６ページをお開きください。 

  歳入、１、国民健康保険税、１款国民健康保険税、節ごとの収納率が説明欄に記

載されております。現年度分全体の収納率は９６．４８％、前年度９６．７４％で

したから、０．２６％の減、一方、過年度分全体の収納率は１７．３５％、前年度

は１４．４７％でしたので、前年度から２．８８％の増となりました。 

  若干現年度が減となりましたが、現年度未納者への早期催促をすることで、未納

の抑止をできるだけ努めたことに加え、過年度分については税務課と連携して滞納

者に折衝したこと等によるものと考えられます。不納欠損は２２件となっておりま

す。 

  続きまして、７ページ、２款使用料及び手数料、督促手数料徴収分になります。 

  ３款国庫支出金、２項国庫補助金、こちらは出産育児一時金に充てられるもので

す。 

  ４款県支出金、２項県補助金、保険給付費に交付される普通交付分と特定健診事

業費や国民健康保険事業費納付金など、市町村の個別事情に応じて交付される特別

交付金があります。 

  ６款繰入金、１項他会計繰入金、保険税減税分や職員給与費など一般会計から繰

入れしております。約２５３万円、全体で２．６％の増となっております。 

  続きまして、９ページ、８款諸収入、１項延滞金、約１００万円の増となってお



－１３１－ 

ります。 

  同じく８款諸収入、４項雑入、第三者行為、いわゆる交通事故により受診した医

療費が返還されたものや、誤って国保の被保険者として受診した分の医療費返還金

などです。第三者行為により返還された件数は２件です。 

  次に、歳出、１１ページをお開きください。１款総務費、１項総務管理費、一般

事務費及び賦課徴収費中、賦課徴収事務に係る会計年度任用職員の報酬や医療給付

事務の共同電算処理委託料などを支出しました。 

  総務費全体としては、昨年度より７５万９，７９０円の増、率にして４％の増と

なっております。 

  続きまして、２款保険給付費、１項療養費、１目一般被保険者療養給付費、医療

機関で受診した医療や入院などの医療行為に係る費用のうち自己負担分を除いた保

険者が負担するものです。 

  受診件数５万４，２０７件は、昨年度より減になったものの、給付費は１，１２

１万９，６１３円増となっております。 

  続きまして、１３ページ中段、３目一般被保険者療養費、こちらの受診件数７９

５件は、昨年度より１２件の減、額にして２７万４，３３６円マイナスとなってお

ります。 

  同じく１３ページ、２項高額療養費２，１９４件、昨年度より８８万２，７２６

円の減、ここ数年、１人当たりの給付費の伸びにより増加傾向であった高額療養費

ですが、令和５年度はその伸びに鈍化が見られました。 

  少し飛びまして、１５ページ、４項出産育児費、出産育児一時金、令和４年度ま

で１人当たり４２万円の一時金が令和５年度から制度改正により５０万円に増額さ

れました。件数は７件、昨年度より４件の減となっております。その下、５項葬祭

費１件５万円で２２件分を支給、昨年度より７件増となりました。 

  ３款国民健康保険事業費納付金、１項国民健康保険事業費納付金、前年度から約

４，５００万円、率にして１０％の増となっています。この納付金は、市町村から

徴収した納付金を特別会計として県が運営し、県内市町村の国民健康保険給付費等

交付金普通交付分に充てられるものです。開成町は、１人当たり医療費が県内で高

い水準であることが影響し増となっております。 

  １６ページ中段、５款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、この事業費は、

４０歳から７４歳の被保険者に対して、特定健康診査や特定保健指導に係る経費、

医療費通知などの医療費適正化事業に関する経費などを支出しております。 

  令和５年度特定健診の受診率は３６．９％、昨年度と比べ４．２％減となりまし

た。 

  続きまして１７ページ、２項保健事業費、１目保健普及費、人間ドック助成費は

１人当たり２万円を限度として１２０人に助成いたしました。こちらも昨年度から

２０人ほど減となっております。 

  １８ページ、７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険



－１３２－ 

税還付金、遡及して資格喪失した方などへの保険税還付金等になります。 

  １９ページ、２項基金費、財政調整基金積立金、令和５年度の積立てはございま

せんでした。 

  最後に２０ページ、実質収支に係る調書をお開きください。 

  実質収支に係る調書、１、歳入総額１６億３，２４１万２，５６３円、歳出総額

１６億２５５万１，４５１円、歳入歳出差引額２，９８６万１，１１２円、翌年度

へ繰越すべき財源は０です。実質収支額は２，９８６万１，１１２円となります。 

  決算に関する説明は以上となります。 

  なお、前年度との比較等につきましては、付属資料で御確認ください。 

  以上となります。 

○議長（山本研一） 

  以上で、認定第２号 決算認定について（国民健康保険特別会計）の細部説明を

終了します。 

  日程第９ 認定第３号 決算認定について（介護保険事業特別会計）の細部説明

を担当課長に求めます。 

  参事兼福祉介護課長。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

  それでは認定第３号 開成町介護保険事業特別会計につきまして御説明をさせて

いただきます。 

  ファイル版につきましては、１０、認定第３号 決算認定について（介護保険事

業特別会計）のファイルをお開きください。ファイル名が１０のものです。 

  まずこちらの２ページを御覧ください。 

  介護保険事業特別会計歳入歳出決算総額。 

  歳入、歳入予算現額１４億３，８０６万円、歳入決算額１４億２，１５４万８，

４９２円。歳出、歳出予算現額１４億３，８０６万円、歳出決算額１３億８，８４

３万４，３５９円、歳入歳出差引額は３，３１１万４，１３３円、うち基金繰入額

０円。 

  令和９年９月３日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、山神裕。 

  次のページ、３ページをお開きください。令和５年度歳入歳出決算書になります。 

  歳入は１款の保険料から９款の総収入まで歳入合計予算現額１４億３，８０６万

円、調定額１４億２，４０４万１，８６２円、収入済額１４億２，１５４万８，４

９２円、不納欠損額８８万６，４４０円、収入未済額１６０万６，９３０円。 

  続いて４ページを御覧ください。歳出でございます。１款の総務費から７款の予

備費まで、歳出合計、予算現額１４億３，８０６万円、支出済額１３億８，８４３

万４，３５９円、翌年度繰越額０円、不用額４，９６２万５，６４１円、歳入歳出

差引残額は３，３１１万４，１３３円でございます。 

  次に、会計全体の決算状況について御説明をさせていただきます。大変恐れ入り

ます。ファイル名、別ファイルになります。０７、認定第１号から第８号共通令和
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５年度開成町歳入歳出決算書、付属資料の③を御覧ください。付属資料③の２２ペ

ージをお願いします。 

  まず２２ページ、左上の表歳入でございますが、前年度と比較して、８，９４７

万３，０００円、６．７％の増となってございます。 

  １の保険料は、被保険者数が前年度より３９名増え、４，６９３人となったこと

により、前年度比で４３９万１，０００円、１．４％の増となりました。 

  ３の国庫支出金から５の県支出金につきましては、歳出側の保険給付費及び地域

支援事業費との見合いになってございます。 

  右上の表、歳出でございますが、前年度と比較いたしまして１億６５万６，００

０円、７．８％の増となってございます。歳出の９１．７％を占める２の保険給付

費は前年度と比較して１億を超える増となってございます。 

  右下の表②徴収方法別収納状況を御覧ください。現年分特別徴収につきましては

還付未済を含んでおりますので、収納額が調定額を上回っておりますが、収納率は

１００％となってございます。現年分と滞納繰越分を合わせますと全体で９９．２％

の徴収率となります。 

  同じファイル１ページ、次のページをおめくりいただいて、２３ページを御覧く

ださい。上の表、要介護者支援認定者数でございます。年度末の認定者数の内訳は、

６５歳以上の第１号被保険者数が８１９人、４０歳以上の第２号被保険者数が２５

人で合計８４４人、前年比５１人増の認定となってございます。 

  続いてその下の表、サービス利用状況です。 

  ①の施設サービスの実績は年度末時点で前年から１２人増の合計１１２人となっ

てございます。 

  ②の居宅サービスです。延べ受給者数については、一番右の欄にございますよう

に、１４７人増の６，２０７人となってございます。 

  ③地域密着型サービスです。介護度別の人数は資料記載のとおりとなってござい

ますが、延べ受給者数は７２人増の１，９９２人増となってございます。 

  右側の④サービス種類別年間利用件数でございます。介護サービスと介護予防サ

ービスを合わせた件数で表記してございますので、後ほど御覧いただければと思い

ます。 

  全体の傾向といたしまして、高齢者人口や要介護認定者数の増に伴いまして、各

サービス等の利用件数も増加してございます。この傾向につきましては当面の間、

続くことが予想されてございます。 

  続きまして歳入歳出決算の事項別の御説明をさせていただきます。恐れ入ります

が、決算書のファイル、ファイル１０認定第３号 決算認定についてにお戻りくだ

さい。 

  こちらのページ６ページをお開きください。６ページから１０ページが歳入、１

１ページから２２ページが歳出となってございます。こちらについては特徴的な項

目についてのみ御説明をさせていただきます。 
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  まず歳入６ページを御覧ください。一番上の１款保険料、１項介護保険料、１目

第１号被保険者保険料は、６５歳以上の被保険者からの保険料で、先ほど御説明し

たとおり１節現年度分は３９名増の影響による増となってございます。なお、２節

滞納繰越分については転入や死亡などの理由によりまして８名分８８万６，０００

円を不納欠損処理をさせていただきました。 

  続きまして次のページの７ページ、中段下の４款１項支払基金交付金、１目介護

保険給付費交付金は、４０歳から６４歳までの第２号被保険者分として各医療保険

と一体的に徴収した介護保険料から支出するサービス給付費の１００分の２７の比

率で社会保険診療報酬支払基金から交付されるもので給付費の増に伴いまして前年

度比約２，５４０万円の増となってございます。 

  歳入全体の基本的な考え方でございますが、介護保険給付費に係る財源の負担の

原則は、国２５％、都道府県１２．５％、町１２．５％の計５０％を公費で賄い、

その他給付以外の事業の財源はそれぞれの負担割合に応じて国県などから交付され

てございます。 

  続いて１１ページになります。歳出です。１款総務費、１項総務管理費、１目一

般管理費は介護保険事業を運営していくための人件費やシステム等の費用になって

ございます。 

  次のページ１２ページを御覧ください。２項介護認定審査会費、１目介護認定審

査会費でございます。１市５町で共同設置している足柄上地区介護認定審査会の負

担金で、令和５年度は本町分として８４４件を認定してございます。 

  次の１３ページを御覧ください。２款保険給付費になります。このページから１

８ページまでが保険給付費になってございます。前年度と比較すると、科目によっ

ての増減はございますが、給付費全体としては１億１４万円の増となってございま

す。特に前年度から大きく増えてるものについて御説明をいたします。 

  まずは１３ページ中段やや上の１目居宅サービス給付費でございます。訪問通所

介護などに係る給付になりますが、給付件数につきましては４９８件の増、金額で

は２，７８７万円の増となってございます。 

  次に同じページ、３目施設介護サービス給付費です。老人保健施設などの入所に

係る給付になってございますが、給付件数は２２２件の増、金額では６，４３６万

円の増となってございます。 

  続いて１８ページを御覧ください。１８ページ下段の３款地域支援事業費、１項

介護予防日常生活支援総合事業費、１目介護予防生活支援サービス事業費、説明欄

同名となります。 

  こちらは要介護認定者及び対象事業者の中小介護及び訪問介護サービス利用にか

かる費用となっており、対象者の増加に伴いまして前年度と比較し、件数で１７７

件、金額で約５８６万円の増となりました。 

  続いて１９ページ上段です。２目一般介護予防事業費、説明欄、一般介護予防事

業費を御覧ください。 
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  介護予防把握事業においては、前年度に実施したアンケートに対象者を抽出し訪

問看護等を実施の上必要な対応を図ってございます。 

  介護予防普及啓発事業につきましては、地区巡回型の介護予防教室として、フレ

イルチェック測定会を各地区の自治会館等で実施し、延べ２５２名の参加がござい

ました。 

  続きまして２０ページ中段を御覧ください。２項、２目包括的支援事業費になり

ます。この事業は医療、介護、介護予防、生活支援について総合的に取り組む事業

で、認知症をテーマとした講演会の実施、社会福祉協議会に委託し、生活支援体制

整備事業を実施するなど地域での支え合い活動を支援をいたしました。 

  最後に２３ページをお開きください。２３ページ、実質収支に関する調書です。 

  １、歳入総額１４億２，１５４万８，４９２円。 

  ２、歳出総額１３億８，８４３万４，３５９円。 

  ３、歳入歳出差引額３，３１１万４，１３３円。 

  ４、翌年度へ繰り越すべき財源はございません。 

  ５、実質収支額３，３１１万４，１３３円。 

  ６、実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額はござ

いません。 

  御説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  以上で、認定第３号 決算認定について（介護保険事業特別会計）の細部説明を

終了します。 

  日程第１０ 認定第４号 決算認定について（給食事業特別会計）の細部説明を

担当課長に求めます。 

  参事兼学校教育課長。 

○参事兼学校教育課長（田中栄之） 

  それでは認定第４号 決算認定について（給食事業特別会計）について御説明を

させていただきます。ファイルナンバーは１１となります。認定第４号 決算認定

について（給食事業特別会計）をお開きいただきたいと思います。２ページを御覧

ください。 

  給食事業特別会計歳入歳出決算総額。歳入、歳入予算現額１億１，７４７万３，

０００円、歳入決算額１億１，２１５万１，１８５円。歳出、歳出予算現額１億１，

７４７万３，０００円、歳出決算額１億１，１０２万５，４６９円、歳入歳出差引

額は１１２万５，７１６円です。うち基金繰入額は０円となってございます。 

  令和６年９月３日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、山神裕。 

  ３ページに移ります。令和５年度歳入歳出決算書になります。 

  歳入は１款諸収入、２款繰入金、３款繰越金となります。 

  歳入合計は、予算現額１億１，７４７万３，０００円、調定額１億１，２３９万

７，５４５円、収入済額１億１，２１５万１，１８５円、不納欠損額０円、歳入未



－１３６－ 

済額２４万６，３６０円となります。 

  ４ページに移ります。 

  歳出は１款給食事業費、２款予備費となります。 

  歳出合計は予算現額１億１，７４７万３，０００円、支出済額は１億１，１０２

万５，４６９円、翌年度繰越額０円、不用額６４４万７，５３１円、歳入歳出差引

残額は１１２万５，７１６円となります。 

  ６ページに移ります。歳入歳出決算事項別明細書です。 

  歳入、１款諸収入のうち１項給食納付金、１目給食納付金、１節現年度分につき

ましては、各園学校の園児・児童・生徒・教職員、非常勤職員等の収納を行ったも

のでございます。 

  なお、収入未済額２４万６，３６０円のうち、１節現年度分１８万３，５８０円

につきましては、収納代行のＮＴＴファイナンスからの町への入金のタイムラグに

より発生した部分がほとんどでございまして、現時点で令和５年度における５年度

分の収入未済はございません。 

  ２節滞納繰越分につきましては、未納世帯が町外へ転出したことなどの事情によ

りまして、一部が未徴収の状態となっており、引き続き折衝を行っているところで

ございます。 

  ２款繰入金、一般会計繰入金４５２万５，２３１円につきましては、幼児教育及

び保育の無償化に伴う副食費減免分に対する補填及び食材料費高騰対策として補填

をしたものでございます。 

  ７ページに移ります。歳出です。 

  １款給食事業費、１項給食材料費、１目一般管理費、出納の口座処理において発

生するＷＥＢ－ＦＢサービス利用料となります。 

  ２目給食材料費は各園・学校における園児・児童・生徒・教職員等の給食材料費

として、１億１，１０１万２，２６９円となります。 

  ２款予備費の支出はございません。 

  ８ページに移ります。実質収支に関する調書です。 

  １、歳入総額１億１，２１５万１，１８５円。 

  ２、歳出総額１億１，１０２万５，４６９円。 

  ３、歳出歳入差引額１１２万５，７１６円。 

  ４、翌年度へ繰り越すべき財源につきましては、１から３いずれもございません。 

  ５、実質収支額１１２万５，７１６円。 

  ６、実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額はご

ざいません。なおファイルナンバー０７、令和５年度決算付属資料２４ページに、

給食納付金額実施回数、園児・児童・生徒数等を記載してございますので、参考に

していただければと存じます。 

  説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 
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  以上で、認定第４号 決算認定について（給食事業特別会計）の詳細説明を終了

します。 

  暫時休憩といたします。 

  再開を１４時５５分としますが、再開後は説明する課長以外は出席しなくても結

構です。 

午後２時４０分 

○議長（山本研一） 

  再開します。 

午後２時５５分 

○議長（山本研一） 

  日程第１１ 認定第５号 決算認定について（後期高齢者医療事業特別会計）の

細部説明を担当課長に求めます。 

  保険健康課長。 

○保険健康課長（土井直美） 

  それでは、認定第５号 決算認定について、令和５年度開成町後期高齢者医療事

業特別会計歳入歳出決算の説明をいたします。ファイル名１２、認定第５号 決算

認定について、並びにファイル名０７、認定第１号から８号共通令和５年度開成町

歳入歳出決算書付属資料、参考までにお開きください。 

  それでは、決算書２ページをお開きください。 

  後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算総額。 

  歳入、歳入予算現額２億６，９４４万円、歳入決算額２億７，１７２万５，２３

３円。歳出、歳出予算現額２億６，９４４万円、歳出決算額２億５，３９４万１，

５７１円、歳入歳出差引額１，７７８万３，６６２円、うち基金繰入額０円。 

  令和６年９月３日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、山神裕。 

  次の３ページをお開きください。歳入です。 

  令和５年度後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書。 

  歳入、１款後期高齢者医療保険料から５款諸収入まで、歳入合計、予算現額２億

６，９４４万円、調定額２億７，２０７万７，８１３円、収入済額２億７，１７２

万５，２３３円、不納欠損額２３万６，１２０円、収入未済額１１万６，４６０円。 

  続いて４ページ、歳出です。 

  １款の総務費から４款の予備費まで歳出合計、予算現額２億６，９４４万円、支

出済額２億５，３９４万１，５７１円、翌年度繰越額０円、不用額１，５４９万８，

４２９円、歳入歳出差引残額は１，７７８万３，６６２円です。 

  それではまず、被保険者の推移についてを御説明いたします。付属資料の２２ペ

ージを御覧ください。 

  令和５年度末の被保険者数は２，６５２人で、前年度から９６人の増、率にして

３．７６％の増です。 

  後期高齢者医療特別会計の構成について。後期高齢者医療特別会計では、歳入構
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成比のうち、１の後期高齢者医療保険保険料が８４．８％を占め、歳出では、２の

後期高齢者医療広域連合納付金が９９．３％を占める構成となっております。歳入

で保険料として収納したものを、歳出の納付金として広域連合へ納める仕組みとな

っております。 

  それでは、決算書にお戻りください。決算書６ページをお開きください。 

  歳入、１款後期高齢者医療保険料、現年度分保険料決算額２億３，０１８万１，

３００円、現年度分保険料は前年度と比較して２０６万１，５２０円増となってお

ります。被保険者の伸びとともに収納率も伸びています。 

  現年度分特別徴収保険料の収納率は１００．２％、１００％を超えているのは還

付未済金があるためです。 

  その下、現年度分普通徴収保険料収納率９９．７％、その下、過年度分普通徴収

保険料の収納率は、４９．９％、歳入のうち不納欠損は２３万６，１２０円で、１

名分を欠損しました。 

  ３款繰入金、一般会計繰入金、決算額３，３６６万４，７１９円、こちらは低所

得者保険料軽減分や徴収等に係る事務費等を県負担分と合わせて一般会計から繰り

入れているものです。３２９万１，３６５円増となっております。 

  ４款繰越金、決算額７０９万６，８９４円、前年度から６４９万２，４４０円増

となっております。 

  ５款諸収入、４項償還金及び還付加算金、決算額５０万１，２００円、広域連合

からの保険料還付金財源措置によるもので、死亡等による過年度保険料の還付金相

当分になります。 

  続きまして、歳出、８ページになります。 

  １款総務費、１項一般管理費、決算額１５７万２，１９２円、後期高齢者医療事

業に係る印刷費や通信運搬費などの事務費、会計年度任用職員等の方針を支出しま

した。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金、決算額２億５，２０４万１２９円、前年度

から１１２万１，３１０円の増、高齢者の伸びにより納付金も増加しております。 

  ３款諸支出金、２項償還金及び還付加算金、１目還付金、決算額３２万９，２５

０円、死亡等による過年度保険料の還付３０件分を還付いたしました。 

  １０ページ、実質収支に係る調書でございます。歳入総額２億７，１７２万５，

２３３円、歳出総額２億５，３９４万１，５７１円、歳入歳出差引額１，７７８万

３，６６２円、翌年度へ繰り越すべき財源は０でございます。実質収支額１，７７

８万３，６６２円となります。 

  決算に関する説明は以上となります。 

○議長（山本研一） 

  以上で、認定第５号 決算認定について（後期高齢者医療事業特別会計）の細部

説明を終了します。 

  日程第１２ 認定第６号 決算認定について（駅前通り線周辺土地区画整理事業
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特別会計）の細部説明を担当課長に求めます。 

  都市計画課長。 

○都市計画課長（柏木克紀） 

  それでは、認定第６号 決算認定について（駅前通り線周辺地区土地区画整理事

業特別会計）について御説明をさせていただきます。 

  ファイル名１３、認定第６号 決算認定について（駅前通り線周辺地区土地区画

整理事業特別会計）をお開きください。まずは２ページを御覧ください。 

  駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算総額です。 

  歳入、歳入予算現額１２億５，６５８万２，１９４円、歳入決算額７億９，９６

０万１，１６０円。歳出、歳出予算現額１２億５，６５８万２，１９４円、歳出決

算額５億８，８７７万１，７６７円、歳入歳出差引額２億１，０８２万９，３９３

円うち基金繰入額０円。 

  令和６年９月３日提出、神奈川県足柄上郡開成町長、山神裕。 

  ３ページを御覧ください。令和５年度駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別

会計歳入歳出決算書になります。 

  歳入につきましては、１款使用料及び手数料から５款町債まで歳入合計、予算減

額１２億５，６５８万２，１９４円、調定額７億９，９６０万１，１６０円、歳入

済額７億９，９６０万１，１６０円、不納欠損額０円、収入未済額０円。 

  ４ページを御覧ください。 

  歳出につきましては、１款総務費から３款予備費まで歳出合計、予算現額１２億

５，６５８万２，１９４円、支出済額５億８，８７７万１，７６７円、翌年度繰越

額は５億５，３７１万６９７円、不用額１億１，４０９万９，７３０円、歳入歳出

差引残額は、２億１，０８２万９，３９３円となります。 

  ６ページを御覧ください。歳入歳出決算事項別明細書にて、特徴的な部分を御説

明させていただきます。 

  歳入です。３款繰入金、１目他会計繰入金、一般会計繰入金として一般会計から

の繰入金となります。 

  ７ページを御覧ください。歳出です。 

  ２款事業費、１６節公有財産購入費です。公有財産購入費といたしまして、１１

筆３，２５２平方メートルの用地の取得をしたものでございます。２１節補償補填

及び賠償金、こちらは工作物等移転補償費として、用地を購入した土地の家屋や工

作物等を保障したものでございます。 

  ９ページを御覧ください。実質収支に関する調書となります。 

  １、歳入総額７億９，９６０万１，１６０円。 

  ２、歳出総額５億８，８７７万１，７６７円。 

  ３、歳入歳出差引額２億１，０８２万９，３９３円。 

  ４、翌年度へ繰越すべき財源、（２）繰越明許費繰越額７，６６１万６９７円、

（３）事故繰越し繰越額２，０００万円、計９，６６１万６９７円。 
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  ５、実質収支額１億１，４２１万８，６９６円となります。 

  ６、実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入金はござ

いません。 

  説明は以上となります。なお、昨年度の比較につきましては、ファイルナンバー

０７、認定第１号から第８号共通令和５年度開成町歳入歳出決算書③付属資料２６

ページに載せてございますので、併せて御確認ください。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  以上で、認定第６号 決算認定について（駅前通り線周辺土地区画整理事業特別

会計）の細部説明を終了します。 

  日程第１３ 認定第７号 決算認定について（水道事業会計）、日程第１４ 議

案第３８号 令和５年度開成町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての細

部説明を担当課長に求めます。 

  都市整備課長。 

○都市整備課長（井上 昇） 

  それでは認定第７号について御説明いたします。ファイル名１４、認定第７号 決

算認定について（水道事業会計）をお開きください。 

  初めに、決算書９ページをお開きいただきたいと思います。 

  令和５年度開成町水道事業報告書でございます。 

  １、概況。（１）総括事項、令和５年度末における給水装置使用数は前年度比２

４個増の８，３４４個となり、給水人口は前年度比６４人増の１万８，６０９人と

なりました。また料金徴収の対象となった、年間総有収水量は、前年度比４，２９

６立方メートル増の２０４万１，５４３立方メートルとなりました。 

  水道施設については、主に管路の布設替え工事及び機械装置の更新工事を実施し

ました。また、令和４年度に着手した開成駅前公園緊急遮断弁更新工事が完了しま

した。なお、榎下浄水場ポンプ盤等更新工事については、半導体・樹脂を使用する

部品が世界的な供給逼迫により、納品日に大幅な遅れが生じたため、年度内の完成

に至りませんでした。そのため予算を令和６年度へ繰り越し、工事を継続しており

ます。 

  経営状況については、収益的収入は２億４，６３９万９，７５７円で、給水収益

等、他会計補助金が主な財源となっております。 

  なお、他会計補助金は、令和５年度に実施した水道料金基本料金減免分と、電気

代高騰に対する一般会計からの補助金になります。 

  収益的支出は２億１，９８３万６，１８８円で、原水浄水配水及び給水費と減価

償却費が大きな割合を占めています。この結果、当年度純利益は２，６５６万３，

５６９円となりました。 

  資本的収入及び支出については、資本的支出は１億４，８４１万３，１３３円で、

増設改良費と企業債償還金が主な内訳となっております。 
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  次に、決算書の２ページをお開きください。令和５年度開成町水道事業決算報告

書でございます。 

  １、収益的収入及び支出です。こちらは、水道事業の経営運営を行うための経常

的収支予算に対する決算状況を表したものでございます。 

  収入です。第１款水道事業収益の収入予算合計額が、２億７，１２７万１，００

０円に対しまして、決算額は２億６，４５６万２，１６８円で、予算に対して６７

０万８，８３２円の減となりました。 

  次に支出です。第１１款水道事業費用の決算額は２億３，２１１万９，３４１円

となってございます。 

  次に３ページをお開きください。 

  （２）資本的収入及び支出です。この項目は、水道水を供給するための水道施設

を新設や改造などの投資的経費の収支予算に対する決算状況を表したものでござい

ます。 

  収入です。第２款の資本的収入の予算合計額が、６，７５７万３，０００円に対

しまして、決算額は２，１７６万５，７００円となり、４，５８０万７，３００円

の減となりました。 

  支出です。第１２款資本的支出の決算額は、１億５，５１８万７，３７８円とな

っています。なお、欄外に記載のとおり、資本的収入額が資本的支出額に対し不足

する額につきましては、公営企業の会計処理基準にのっとり補填してございます。 

  次に、１７ページからの収益費用明細書及び資本的収支収支明細書で御説明いた

します。 

  収益的収入、１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益、水道使用料にな

ります。こちらは説明欄にございますとおり、令和５年度に調定した給水収益４万

９，９７１件分となってございます。前年度比５０万８０６円増となっております。

今年度も２期分、４か月分の基本料金額の減免を実施しました。 

  その下、給水工事加入金になります。こちらは令和５年度に調定した水道利用加

入金１０５件分となってございます。 

  続きまして、１８ページをお開きください。収益的支出１１款水道事業費用、１

項営業費用、１目原水浄水配水及び給水費になります。こちらは水質検査、滅菌装

置の保守点検、電気設備保安の委託等水道施設の維持管理に必要な経費となってご

ざいます。 

  続きまして２０ページをお開きください。資本的収支明細書になります。この項

目は、水道水を供給するための水道施設の新設や改造などの投資的経費の状況を表

したものでございます。 

  資本的収入です。２款資本的収入、２項負担金、１目他会計負担金、消火栓設置

費負担金、こちらは消火栓１１基の更新に係る一般会計からの負担金となっており

ます。 

  続きまして２１ページをお開きください。資本的支出、１２款資本的支出、２項
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増設改良費、１目排水施設整備工事費、説明欄、既存の水道施設の更新にかかる費

用となってございます。町道２２８号線、２５６号線排水管布設替え工事、第４水

源地取水ポンプ等更新工事などとなってございます。 

  続きまして、決算書４ページをお開きいただきたいと思います。令和５年度開成

町水道事業損益計算書です。この計算書は、令和５年度の１年間の損益について税

抜きで計算したものとなっております。下から４行目、収益から費用を差し引いた

額である当年度純利益は２，６５６万３，５６９円となりました。 

  次に５ページをお開きください。こちらは令和５年度開成町水道事業剰余金の計

算書でございます。この計算書は、水道事業の企業内に留保している余剰金及び資

本の変動額を表示したものでございます。 

  次に７ページをお開きください。こちらは令和５年度開成町水道事業貸借対照表

でございます。こちらは税抜きの表示となってございます。この表は、令和５年度

末における水道事業の財政状況の資産と負債、資本の部分に区分し、対照した表で

ございます。 

  下から４行目、利益剰余金合計４億８，１７８万６，０７２円、こちらが令和５

年度末における水道事業会計の余剰金となってございます。 

  続きまして、１１ページをお開きください。ここから付属資料の説明でございま

す。最初に御説明いたしました水道事業報告の続きになります。 

  ２、業務です。（１）業務量でございますが、表中の１行目の年度末給水人口は

１万８，６０９人、前年と比較して６４人の増となってございます。 

  次に中程、年間配水量です。２２１万２，６４２立方メートル、１日平均６，０

４５立方メートルとなりました。 

  下段の年間有収給水量は２０４万１，５４３立方メートルで、有収率は９２．３％

となっております。 

  以下、事業収入に関する事項、事業費用に関する事項、使用契約の利子、企業債

の概要となってございます。後ほど御覧いただきたいと存じます。 

  次に１５ページを御覧いただきたいと思います。こちらは令和５年度開成町水道

事業キャッシュフロー計算書で資金の流れを表したものでございます。こちらも後

ほど御覧いただければと思います。 

  続いて、１６ページを御覧ください。このページは、財務諸表に関する注記でご

ざいまして、重要な会計の方針、その他、注記を記載してございます。 

  以降、２３ページに固定資産の明細書、２７ページに補填財源明細書までにつき

ましては、後ほど御覧いただければと思います。 

  説明は以上になります。 

○議長（山本研一） 

  以上で日程第１３ 認定第７号 決算認定について（水道事業会計）、日程第１

４ 議案第３８号 令和５年度開成町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

ての細部説明を終了します。 
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○都市整備課長（井上 昇） 

  議案第３８号について御説明します。すみません。ファイル名１６、議案第３８

号 令和５年度開成町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、をお開きく

ださい。 

  ２ページ目の令和５年度開成町水道事業剰余金処分計算書（案）で御説明させて

いただきます。 

  この計算書の中において、令和５年度未処分利益剰余金を次年度に目的別に処分

するための案を提示してございます。 

  当年度末残高の未処分利益剰余金は１億２，６５６万３，５６９円となってござ

います。このうち建設改良積立金として２，６５６万３，５６９円を積み立てまし

て、残額１億円を翌年度繰越利益剰余金とするものでございます。 

  以上です。 

○議長（山本研一） 

  以上で日程第１３ 認定第７号 決算認定について（水道事業会計）、日程第１

４ 議案第３８号 令和５年度開成町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

ての細部説明を終了します。 

  日程第１５ 認定第８号 決算認定について（下水道事業会計）の細部説明を担

当課長に求めます。 

  都市整備課長。 

○都市整備課長（井上 昇） 

  それでは認定第８号について御説明いたします。ファイル名１５、認定第８号 決

算認定について（下水道事業会計）をお開きください。 

  初めに、決算書９ページになります。令和５年度開成町下水道事業報告書でござ

います。 

  開成町公共下水道事業は、令和元年度より地方公営企業法の適用による企業会計

を導入しました。下水道事業適正に進めていくため、財産情報を把握し、引き続き

経営の基盤の強化に努めてまいります。 

  令和６年３月３１日現在の整備面積は、２５８．９ヘクタールで、前年度比に比

べ１．７ヘクタールの増となり、整備人口は１万３，６７３人で、前年度に比べ８

５人の増となりました。 

  有収水量は年間２０９万３，８９３立方メートルで、前年度に比べ３万６，６９

８立方メートルの減でした。 

  令和５年度の下水道整備につきましては、快適で衛生的な生活環境を維持し、河

川などの公共用水域の水質保全を図るため、牛島地区、金井島地区において管渠布

設工事を実施しました。限られた財源の中、社会資本整備総合交付金を活用しなが

ら未普及地域の解消に向けた整備を進めております。 

  令和５年度の経営状況につきましては、収益的収入は５億３４９万２，４３９円

で、下水道使用料と他会計補助金が主な財源となっています。 
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  収益的支出は、４億６，５１９万９，４５８円で、流域下水道費と減価償却費が

大きな割合を占めています。 

  収入から支出を差し引いた当年度純利益は、３，８２９万２，９８１円となりま

した。 

  資本的収入及び支出については、収入は１億８，３５３万１，４４３円で、企業

債と他会計出資金が主な財源となっています。支出につきましては、２億９，４１

４万６，８８９円で、主な内訳としましては、建設改良費と企業債償還金となりま

す。 

  今後も下水道整備を行いながら設備の適正な維持管理などを実施し、住みよい環

境づくりを進めてまいります。 

  次に、決算書の２ページをお開きください。令和５年度開成町下水道事業決算報

告書でございます。 

  （１）収益的収入及び支出です。こちらは下水道事業経営運営を行うための経常

的収支予算に対する決算状況を表したものでございます。 

  収入です。第１款下水道事業収益の収入予算合計額が５億３，２３４万１，００

０円に対しまして、決算額は５億２，６９７万１，０７７円で、予算に対しまして、

５３６万９，９２３円の減となってございます。 

  次に支出です。第１１款下水道事業費用の決算額は４億８，３１８万１，５９７

円となってございます。 

  次に３ページをお開きください。（２）資本的収入及び支出です。この項目は下

水を処理するための施設などの投資的経費の収支予算に対する決算状況を表したも

のでございます。 

  収入です。第２款の資本的収入の予算合計額は１億９，７６３万１，０００円に

対しまして、決算額は１億８，３５３万１，４４３円となり、１，４０９万９，５

５７円の減となりました。 

  次に支出です。第１２款資本的支出の決算額は３億２６４万９，１５５円です。

なお、欄外に記載のとおり資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額につきま

しては、公営企業の会計処理基準にのっとり補填してございます。 

  次に１６ページからの収益費用明細書及び資本的収支明細書を御説明いたします。 

  収益費用明細書、収益的収入、１款下水道事業収益、１項営業収益、１目下水道

使用料、下水道使用料です。説明欄になります。令和５年度に調定いたしました下

水道使用料収益３万７，５２１件分となってございます。なお、令和５年度４月に

下水道使用料の改定の実施と前年度同様に２期分の基本料金の減免を実施しており

ます。 

  １７ページをお開きください。収益的支出。１１款下水道事業費用、１項営業費

用、１目管渠費、２目流域下水道費、説明欄、酒匂川流域下水道の汚水流入量に応

じて負担する維持管理費金の算出となっております。３市７町共同で汚水処理を実

施しているところでございます。 
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  続きまして１９ページをお開きください。資本的収入になります。２款資本的収

入、１項負担金、１目受益者負担金、受益者負担金、説明欄、令和５年度に調停い

たしました下水道受益者負担金４２件分となってございます。 

  続きまして２０ページをお開きください。１２款資本的支出、１項建設改良費、

１目管路建設費、説明欄、管渠布設工事３件、令和４年度管渠布設工事箇所の舗装

復旧工事を実施してございます。 

  それでは４ページをお開きいただきたいと思います。令和５年度開成町下水道事

業損益計算書です。この計算書は、令和５年度の１年間の損益について税抜きで計

算したものになってございます。 

  この中から下から４行目、収益から費用を差し引いた額でございます。当年度純

利益、こちらが３，８２９万２，９８１円となってございます。 

  次に５ページをお開きください。こちらは令和５年度開成町下水道事業剰余金計

算書でございます。この計算書は、下水道事業の企業内に留保している余剰金及び

資本金の変動額を表示したものでございます。後ほど御確認いただければと存じま

す。 

  次に７ページを御覧ください。こちらは令和５年度開成町下水道事業貸借対照表

です。税抜き表記となってございます。 

  この表は、令和５年度末における下水道事業の財政状況の資産、負債、資本の部

に区分し、対照した表でございます。 

  下から４行目、利益剰余金合計１億２，５０１万９，２４０円でございます。こ

ちらが令和５年度末における下水道事業会計の剰余金となってございます。 

  続きまして１０ページをお開きください。ここから付属資料の説明となります。

最初に御説明いたしました事業報告書の続きになります。 

  １１ページの２の業務になります。（１）業務量でございます。表示の４行目、

年間有収水量は約９万３，８９３立方メートル、年間処理水量としまして、２５６

万８，１６０立方メートルとなってございます。 

  以下、事業収入に関する事項、事業費用に関する事項、契約の要旨、企業債の概

要となってございます。後ほど御覧いただければと思います。 

  次に１４ページを御覧ください。こちらは令和５年度開成町下水道事業キャッシ

ュフロー計算書でございます。こちらも資金の流れを表したものとなってございま

す。後ほど御確認いただければと存じます。 

  続いて、１５ページを御覧ください。このページは、財務諸表に関する注記であ

りまして、重要な会計の方針、その他は注記を記載しております。 

  ２項、２２ページの固定資産明細書から３２ページの補填財源明細書までにつき

ましては、後ほど御覧いただければと存じます。 

  説明は以上となります。 

○議長（山本研一） 

  以上で、認定第８号 決算認定について（下水道事業会計）の細部説明を終了し
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ます。 

  以上で本日の日程は全て終了しました。 

  なお次回は、明後日６日金曜日に一般会計決算の質疑を行います。 

  本日はこれにて散会します。 

  お疲れさまでした。 

午後３時３９分 散会 

 


